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羽生市議会総務文教常任委員会会議録　（第１日） 

 

　　　議事日程　令和７年３月１１日（火曜日）午前　９時３０分　　開　会 

 

第　１　開　　会 

第　２　審査事項 

　　　１）議案第　１号　令和７年度羽生市一般会計予算のうち、総務文教委員会 

　　　　　　　　　　　　所管分 

第　３　散　　会 

 

出席委員（６名） 

　　　　斎　藤　万紀子　委員（委員長）　　　　田　口　さとる　委員（副委員長） 

　　　　小　林　誠　弥　委員　　　　　　　　　増　田　敏　雄　委員 

　　　　野　中　一　城　委員　　　　　　　　　島　村　　　勉　委員 

 

欠席委員（１名） 

　　　　小野田　和　男　委員 

 

 

説明のため出席した者 

 
栗　原　　　繁 総 務 部 長 須　永　正　弘 秘書広 報課長

 
佐　藤　康　夫 総 務 課 長 大　橋　　　裕 地域振 興課長

 
根　岸　啓　之 人 権 推 進課 長 橋　本　華　子 市民生 活課長

 
田　沢　　　将 秘 書 広 報係 長 関　口　祐　也 例規選 挙係長

 
相　澤　陽　子 人 権 推 進係 長 野　口　武　士

課 長 補 佐 兼 

市 民 係 長

 
島　村　信　久 企 画 財 務部 長 杉　山　浩　二 企 画 課 長

 
佐　藤　将　史 財 政 課 長 髙　附　直　也 契約検 査課長
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事務局出席者　　　 

 

 

 
五月女　和　則 税 務 課 長 水　谷　幸　治 収 納 課 長

 
石　川　　　学 企 画 政 策係 長 関　根　　　亮 財政管 理係長

 
田　口　幸　代 契 約 係 長 田　口　恵里子

課 長 補 佐 兼 

市 民 税 係 長

 
小　島　史　愉 収 納 係 長

 
原　田　　　誠 書 記 久保田　綾　乃 書 記
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午前　９時３０分　　開　会 

 

○斎藤万紀子委員長　これより本日の会議を開きます。 

　　まず、日程についてお諮りいたします。本委員会の日程は、ペーパーレス会議システ

ムの登録の日程によりますが、１点変更がありますので、２ページ目をご確認ください。 

　　歳出の第２款総務費、第１目の一般管理費の部分なんですが、こちらは契約検査課の

みの内容のために、財政課長ではなく、次の契約検査課長に説明をしていただきます。

それ以外は、ペーパーレス会議システムの日程によりたいと思いますが、これにご異議

ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○斎藤万紀子委員長　では、異議なしと認めます。 

　　よって、ペーパーレス会議システムに登録の日程により行います。 

　　これより審査に入ります。 

　　課長の説明に先立ち、所管部長から発言を求められておりますので、これを許可いた

します。 

　　総務部長。 

○栗原　繁総務部長　皆さん、改めまして、おはようございます。総務部長の栗原でござ

います。 

　　昨日までの本会議では大変お世話になりました。引き続きよろしくお願いしたいと思

います。 

　　さて、本委員会でご審査いただきますのは、議案第１号　令和７年度羽生市一般会計

予算、議案第９号　令和６年度羽生市一般会計補正予算（第９号）、議案第１０号　令

和６年度羽生市一般会計補正予算（第１０号）、議案第１３号　刑法等の一部を改正す

る法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例、議案第１４号　羽生市まちづくり自

治基本条例の一部を改正する条例、議案第１５号　羽生市職員の勤務時間、休日及び休

暇に関する条例の一部を改正する条例、議案第１６号　羽生市職員の育児休業等に関す

る条例の一部を改正する条例、議案第１７号　羽生市一般職員の給与に関する条例の一

部を改正する条例の８議案でございます。ご審査のほどよろしくお願いいたします。 

　　それでは、議案説明のため出席している職員を紹介いたします。 
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　　総務課長の佐藤です。 

○佐藤康夫総務課長　佐藤です。よろしくお願いします。 

○栗原　繁総務部長　地域振興課長の大橋です。 

○大橋　裕地域振興課長　大橋です。よろしくお願いいたします。 

○栗原　繁総務部長　秘書広報課長の須永です。 

○須永正弘秘書広報課長　須永です。よろしくお願いいたします。 

○栗原　繁総務部長　人権推進課長の根岸です。 

○根岸啓之人権推進課長　根岸です。よろしくお願いいたします。 

○栗原　繁総務部長　市民生活課長の橋本でございます。 

○橋本華子市民生活課長　橋本です。よろしくお願いいたします。 

○栗原　繁総務部長　なお、同席する係長等の職員につきましては、担当課長よりその都

度ご紹介を申し上げます。 

　　それでは、どうぞよろしくお願いいたします。 

○斎藤万紀子委員長　では、議案第１号　令和７年度羽生市一般会計予算【別冊１】のう

ち、本委員会付託分を議題といたします。 

　　総務課所管部分について、総務課長に説明を求めます。 

　　総務課長。 

○佐藤康夫総務課長　改めまして、おはようございます。総務課、佐藤でございます。 

　　説明に先立ち、同席する職員の紹介をさせていただきます。 

　　総務課例規選挙係長の関口でございます。 

○関口祐也例規選挙係長　関口です。お願いいたします。 

○佐藤康夫総務課長　よろしくお願いします。 

　　恐縮ですが、着座で説明させていただきます。 

　　それでは、議案第１号　令和７年度羽生市一般会計予算のうち、総務課所管部分につ

いて説明申し上げます。 

　　タブレット端末に表示しました参考資料の０１番、令和７年度羽生市一般会計・特別

会計予算説明書の２５ページをご覧ください。 

　　右側の説明欄、一番上にあります職員人件費（一般管理費）６億８，１８７万

１，０００円について申し上げます。 

　　こちらは、市長、副市長の特別職２名と一般職７７名に係る給料や職員手当、共済費
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等の人件費でございます。 

　　次に、説明欄の下から６行目、総務一般経費（総務課）１，９７８万円について申し

上げます。 

　　まず、１節報酬１，０２３万７，０００円は、産業医の報酬と総務課所管の会計年度

任用職員６人分の報酬でございます。産業医につきましては、羽生市医師会の推薦によ

り渡辺医院の院長にお願いし、会計年度任用職員につきましては、育児休業等を取得す

る職員の臨時的な補充や、業務繁忙箇所への補充として備えるためのものでございます。 

　　次に、２６ページをご覧ください。 

　　説明欄の真ん中から下、１２節委託料４８４万３，０００円の主なものは、職員健康

診断委託料の４５７万７，０００円でございます。こちらは、例年１０月に実施する職

員健康診断の経費を予定しております。 

　　次に、２７ページ、説明欄、真ん中下の◎職員研修事業１３９万１，０００円につい

て申し上げます。 

　　説明欄の下から３行目にございます１２節委託料３０万８，０００円の主なものは、

職員を対象にしたハラスメント防止研修を予定しております。 

　　次に、その下、１８節負担金補助及び交付金７７万２，０００円は、羽生市、加須市、

行田市及び鴻巣市で構成する４市共同研修負担金や、千葉県幕張にあります市町村アカ

デミーへの参加費などの研修負担金でございます。 

　　続きまして、２８ページ、第２目文書広報費です。 

　　説明欄２個目の◎にございます文書広報一般経費（総務課）２，７５１万

６，０００円について申し上げます。 

　　まず、１０節需用費、消耗品費４６５万１，０００円は、総務課で一括購入しており

ますコピー用紙や文書保存箱などの共通事務用品の購入費でございます。 

　　次に、１１節役務費、通信運搬費、郵便料１，７５２万６，０００円は、総務課が一

括して発送している各課の郵便物等の経費でございます。 

　　次に、１２節委託料２８３万６，０００円について申し上げます。 

　　全部で４つの委託業務がございます。まず、印刷室に設置しております印刷機や紙折

り機などの事務機の保守管理委託料が６５万４，０００円。次に、保存年限を経過した

文書を溶解処理して確実に廃棄する保存文書廃棄業務委託料が７万円。次に、法的な紛

争を事前に避けるため、市の顧問弁護士に法務助言をいただく行政法律相談の委託料が
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９９万円。４つ目は、例規集・行政手続整備等業務委託料として、全国自治体の例規集

や法律、行政手続、裁判の判例など、職員の法務支援に関するシステムの保守や更新委

託料が１１２万２，０００円でございます。 

　　次に、２９ページ、１３節使用料及び賃借料について申し上げます。 

　　まず、使用料１３１万１，０００円は、先ほど申し上げました例規システムの各コン

テンツの使用料として、法令改正情報等使用料１２８万４，０００円とインターネット

上で官報を検索できるサービスの使用料２万７，０００円の２つがございます。 

　　続いて、賃借料８９万１，０００円のうち４５万５，０００円は、市で使用している

事務機器９台に係る経費で、具体的にはデジタル印刷機２台と丁合機、紙折り機が各

１台、そしてシュレッダー５台が内訳となっております。 

　　次のタブレット端末賃借料は、総務課の重点拡大事業に当たるもので、ペーパーレス

をさらに推し進めたく、新たにタブレット端末を配備し、庁内の新たな会議体に対し、

ペーパーレス会議システムを導入するものでございます。 

　　また、次の１７節備品購入費のうち、機械器具費１７万２，０００円は、ただいま申

し上げましたペーパーレス会議システム導入に付随する費用といたしまして、８点の購

入を予定しております。 

　　次に、３０ページ、説明欄、真ん中の最初の◎情報公開・個人情報保護事業１１万

８，０００円の主なものとしまして、１節報酬１１万３，０００円は、２つの附属機関

の運営に関する費用です。そのうちの１つ目、情報公開・個人情報保護審査会の開催に

係る委員報酬と、もう一つは、情報公開・個人情報保護審議会の開催に係る委員報酬に

なります。 

　　次に、少しページが飛びます。５２ページをご覧ください。 

　　選挙関係の予算説明にまいります。 

　　続けます。説明欄、最初の◎職員人件費（選挙管理委員会費）は、選挙管理委員会事

務局職員１名の人件費でございます。 

　　次に、説明欄２つ目の◎選挙管理委員会一般経費１８０万２，０００円は、選挙管理

委員会委員の４人の報酬や委員会運営に係る経費及び各種負担金でございます。 

　　次に、５３ページ、説明欄、最初の◎にございます在外選挙人名簿登録事務

１，０００円は、羽生市から国外へ出国した方が、申請により海外でも国政選挙に投票

ができるよう、在外選挙人名簿へ登録を行うための事務経費でございます。 
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　　なお、こちらは、埼玉県から事務委託金として執行経費全額の歳入がございます。 

　　次に、説明欄２つ目の◎選挙啓発一般経費５万７，０００円の主なものは、埼玉県選

挙管理委員会が行う選挙啓発ポスターコンクールに市も共同で実施するため、小・中・

高校生の出品者に対する記念品代のほか、選挙権を有し初めて選挙人名簿に登録された

１８歳に対し、新有権者証をはがきで発送する郵便料でございます。 

　　次に、三つ目の◎参議院議員選挙執行経費３，１１５万４，０００円をご覧ください。

こちらは、３年に一度執行される参議院議員通常選挙を行うための予算となります。 

　　本年７月２８日は参議院議員の任期満了日により、参議院通常選挙が予定されており

ます。投開票事務に従事する人に支払う報酬や手当などの人件費、入場券や各諸用紙作

成に要する消耗品費や印刷製本費、それから投開票に必要な看板や機器類設置・撤去の

委託料、会場や機器類の使用料、借上料などがあり、１つの選挙を執行するために構成

する主要項目は、国政選挙、地方選挙ともに、おおむね同じとなっております。 

　　次に、５４ページの説明欄、下から３行目の◎市長選挙執行経費です。令和８年６月

１０日は現羽生市長の任期満了日となり、来年年明けから市長選挙の準備が始まります。

本説明欄に予算調製しました２８万４，０００円は、令和７年度に要する費用といたし

まして、令和８年４月に開催する市長選挙の立候補予定者説明会の準備のための予算を

計上しております。 

　　以上、総務課所管の令和７年度予算についての説明を終わります。 

　　続きまして、職員給与についての説明を申し上げます。 

　　ページが飛びます。１７２ページをご覧ください。 

　　続けます。一般会計給与費明細書のうち、主なものを説明します。 

　　初めに、１、特別職について申し上げます。 

　　表中、区分の欄、上から縦に本年度、前年度、比較とありますが、そのうち比較の欄

の一番下にある計の欄をご覧いただきたいと存じます。 

　　まず、職員数につきましては、前年度と比較しますと３７１人の増加となります。そ

の他の特別職は、いわゆる非常勤の特別職であり、第１節報酬から支出している職員に

当たります。この増加の要因ですが、令和７年度は５年に一度行われる国勢調査による

統計調査員や参議院議員通常選挙の執行に伴う投票立会人、これらの非常勤特別職が主

な原因となります。 

　　これにより、その右、報酬の額についても、比較で１，３８４万８，０００円の増額
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となっております。 

　　次に、１７３ページです。 

　　２、一般職、（１）総括について申し上げます。 

　　こちらは、職員、再任用職員、会計年度任用職員、全ての職員に関する表となります。 

　　まず、職員数につきましては４１１人で、前年度より１名の増となり、おおむね同規

模での推移となります。また、括弧内は短時間再任用及びパートタイム、会計年度任用

職員の数で、前年比３人減の２８０人で、こちらもおおむね前年度と同規模となってお

ります。 

　　これを受けまして、給与費については、報酬が４，４０６万８，０００円の減額、給

料が７，４１８万５，０００円の増額、職員手当は５，９２４万３，０００円の増額と

なりまして、これに共済費を加えた総合的な合計は４，２９１万２，０００円の増額と

なります。 

　　続いて、その下、職員手当の内訳となります。先ほど申し上げました職員手当を

１３の手当ごとに内訳したものの表となります。 

　　続いて、その下の表、ア、会計年度任用職員以外の職員の表をご覧ください。 

　　こちらは、先ほど申し上げました（１）総括でお伝えした全職員のうち、会計年度任

用職員以外の内訳となっており、正職員と再任用職員の数、それの給料や手当等を示し

たものでございます。 

　　次に、１７４ページ、上の表、イ、会計年度任用職員は、先ほどの正職員と再任用職

員から除かれる職員、すなわち会計年度任用職員に関する金額の表となります。 

　　次に、一番下の表、（２）の報酬、給料及び職員手当の増減額の内訳をご覧ください。 

　　こちらは、先ほど総括の説明の際に申し上げました報酬、給料、職員手当のそれぞれ

の増減理由となっております。 

　　次に、１７５ページ、（３）の給料及び職員手当の状況では、大きく変わった点とい

たしまして、右側上のイ、初任給の表をご覧ください。 

　　このたびの人事院勧告を受けまして、初任給が増額となっております。高校卒が前年

から２万３，６００円、大学卒は２万３，２００円の初任給アップとなっております。

より若手に手厚くするという方針の勧告に基づきまして、給与改定を行なっております。 

　　また、右側真ん中の表、オ、期末手当・勤勉手当につきましても、勧告に基づき、支

給率は０．１月分増加となっております。 
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　　主な前年度からの変更点は以上でございます。 

　　以上をもちまして総務課所管分の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○斎藤万紀子委員長　では、ただいまの課長説明に対し質疑を求めます。 

　　質疑のある方は順次発言願います。 

　　田口委員。 

○田口さとる委員　総務課所管部分における令和７年度の注目事業、それから新規事業等

ございましたらご説明お願いいたします。 

○斎藤万紀子委員長　総務課長。 

○佐藤康夫総務課長　総務課の注目事業、新規事業ということでございます。 

　　総務課として位置づけております各事業は３点ございます。 

　　まず、１つ目は、職員研修事業でございます。こちらは、職員の人材育成という視点

で、毎年必ず１つ、総務課でテーマを決めて実施している事業でございます。時代のト

レンド、職員のニーズを捉えてテーマを決めているんですが、来年度はハラスメント防

止研修ということをテーマづけて実施をしたいというふうに考えております。 

　　最近、耳にすることが多くなりましたカスタマーハラスメント、それからこれまでも

ありましたセクシュアルハラスメントやパワーハラスメントなど、職員が被害者にも加

害者にもならないように、この機に一度ハラスメント防止研修を実施したいというふう

に思っております。 

　　それから、２点目は、ペーパーレスの推進ということで、どちらかというと、注目事

業といいますか、拡充ということで位置づけておりまして、実施させていただきたいと

いうふうに考えております。 

　　総務課で調査をした結果、新たな庁内の会議体５つに対してペーパーレス会議システ

ム、委員の皆様お使いいただいているペーパーレスシステムを新たに導入しまして、ペ

ーパーレスの推進、そして事務の効率化を進めていきたいというふうに考えております。 

　　そして、最後は選挙になります。 

　　参議院選挙がございます。暑い時期ではございます。また、公示期間が一番長い

１６日ということで、職員の負担、相当想定されるんですが、そんな中にあっても緊張

感と集中力を持って、羽生市の選挙を適正に執行していきたいというふうに思っていま

す。 

　　注目事業、重点事業は以上でございます。 
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○斎藤万紀子委員長　ほかに質疑のある方いらっしゃいますか。 

　　島村委員。 

○島村　勉委員　今も話が出たようですけれども、職員研修の２７ページ、３０万

８，０００円、これの内容とか、どのような形、どのような人に研修をやるのか。 

○斎藤万紀子委員長　総務課長。 

○佐藤康夫総務課長　職員研修で委託料として上げております金額としましては２つでご

ざいます。 

　　まず、先ほど申し上げましたハラスメント防止研修、こちらは正職員を対象に実施す

る予定でございます。おおむね４００人前後だと思いますが、全職員に対象を向けまし

て、ハラスメント防止研修をやりたいというところが１つでございます。 

　　それから、もう一つは、職員の手話講習会、こちらは新規採用職員向けにはなってし

まうんですけれども、新規採用職員に対しまして、ひとつ研修を行いたいというふうに

思っています。新規採用職員以外にも手話講習は実施しようと思っておりまして、それ

につきましては主任向けということで、３０名程度を対象に行いたいというふうに思っ

ております。 

　　今年度、手話言語条例も施行される予定でございますので、そういった意味で、この

委託料にのっている研修としましては２つでございまして、中身としては、ハラスメン

ト防止研修と手話研修が新規採用職員向けと主任向けという中身となっています。 

　　以上です。 

○斎藤万紀子委員長　島村委員。 

○島村　勉委員　今年も組むということですけれども、今までもやっていないですか。 

○佐藤康夫総務課長　手話講習でよろしいですか。 

○島村　勉委員　じゃなくて、ハラスメント。 

○斎藤万紀子委員長　総務課長。 

○佐藤康夫総務課長　ハラスメント研修は初めてでございます。毎年１つテーマを決めて

行なっているというふうにお伝えしましたけれども、令和６年度は人事評価研修を行い

ました。おととし令和５年度は、個人情報保護法が変わるということで、個人情報保護

制度の研修を行うということで、ハラスメントに関しては初めてということになります。 

　　以上です。 

○斎藤万紀子委員長　島村委員。 
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○島村　勉委員　ああそう。僕なんか、もちろん保護司もそうだけれども、剣道連盟もそ

うだけれども、ハラスメント講習というか研修は、すごい毎年やっているけれどもね、

市は初めてか。 

○斎藤万紀子委員長　総務課長。 

○佐藤康夫総務課長　総務課で行うハラスメント研修としては、初めてという回答になり

ます。 

○島村　勉委員　総務課というか市。 

○斎藤万紀子委員長　総務課長。 

○佐藤康夫総務課長　市全体としますと、例えば人権研修の中で、ハラスメントはいけな

いというところは、県職員の講師から講義は承っております。全市という規模で見れば、

そういった人権研修の中で行なっているという答弁になります。 

　　以上です。 

○斎藤万紀子委員長　ほかに質疑のほうはいかがでしょうか。 

　　田口委員。 

○田口さとる委員　３年ぶりの参議院選挙ということで、選挙に関する事業は重点的にと

いうことでした。 

　　選挙に係る費用のことなんですけれども、やっぱりここ３年の間に随分人件費も上が

っていると思います。３年前の参議院議員選挙に比べてどのくらい開きというか差があ

るのかということ、分かるようでしたらお願いします。 

○斎藤万紀子委員長　総務課長。 

○佐藤康夫総務課長　前回が令和４年度に参議院選挙を実施しております。そのときの予

算規模が３，０５０万円ほどでございまして、今回が３，１１５万円ということで、

１００万円ほどの増額になっています。 

　　私、この金額分析したんですけれども、やはり大きな原因は、人事院勧告による人件

費等、あとは郵便料が３割ほどアップしております。入場券、２万通近く発送していま

すので、そういった部分を積算していきますと、１００万近い増額になってしまうとい

うところではございます。 

　　以上です。 

○斎藤万紀子委員長　田口委員。 

○田口さとる委員　逆に、私なんか、かなり物価が上がっている、人件費も上がっている
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中で、３，０００万規模の予算が、１００万だから３％ぐらいの部分にとどまるって、

ちょっと意外な感じですが、それも人件費とか特にもっと上がっているようなイメージ

なんですけれども、そんな計算になるんですね。すみません、ちょっと確認のほうなの

で。 

○斎藤万紀子委員長　総務課長。 

○佐藤康夫総務課長　そうですね。人件費に関しては、職員手当として３節に載っており

ます。これ時間外勤務手当というところになりますので、その時間外勤務手当の人件費

が上がっている部分ということと、あともう一つ、恐らく委員がおっしゃっているのは、

報酬とかも上がっているんじゃないかというイメージを持たれているかもしれませんが、

投票の立会人ですとか投票管理者の報酬については、こちらは上がっていないです。 

　　ただ、国のほうが、やはり報酬も上げたほうがいいだろうという動きがありまして、

間もなく投票立会人の金額を上げるんじゃないかというような、内々的な通知は来てお

りますので、もし上がるとなりましたら、改めて議員の皆様には、これ条例でございま

すのでご審議、上程という形で賜りたいと思っております。 

　　人件費については、時間外手当の部分ということで最小に抑えられているというとこ

ろでございます。 

　　以上です。 

○斎藤万紀子委員長　ほかに質問のある方、ページ数とともにお願いいたします。 

　　いかがでしょうか。 

　　増田委員。 

○増田敏雄委員　ちょっともう一回確認します。３年前の参議院選挙の経費、もう一度お

願いします。 

○佐藤康夫総務課長　予算ベースなんですが、３，０５４万７，０００円。 

○増田敏雄委員　ですよね。１００万円じゃない、６０何万じゃないですか、違いますか、

プラス。 

○佐藤康夫総務課長　失礼しました。６０万円ですね。 

○増田敏雄委員　すみません。１００万円というのはちょっと違うような気がしたんです。 

○斎藤万紀子委員長　総務課長。 

○佐藤康夫総務課長　失礼しました。私の計算ミスです。全体のベースとしては６０万

７，０００円程度ということで、訂正しておわびします。 
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　　聞き間違えたということで確認、すみません、よろしくお願いします。 

○斎藤万紀子委員長　ありがとうございます。 

　　ほかに質疑のほうはいかがでしょうか。 

　　田口委員。 

○田口さとる委員　１７２ページの一般会計給与費の明細の中のその他の特別職のところ、

こちらの説明が、５年ぶりに行われる国勢調査や、立会人とかの人件費ということで話

がありました。 

　　何となく割れば出るのかもしれないんですけれども、１人当たり、例えば何日何時間、

時給お幾らぐらいの、ざっくりとした計算で、ここら辺というのは算出されているので

しょうか、お伺いいたします。 

○斎藤万紀子委員長　総務課長。 

○佐藤康夫総務課長　すみません。時間等細かい、報酬でございますので、時給換算では

していないです。一度出たらば幾らというような形になっております。その中で、例え

ば投票立会人であれば、当日であると１万９００円、投票管理者でありますと１万

２，８００円、期日前ですと、逆に、立会人９，６００円、ちょっと下がったりとかと

いうことで、それぞれ条例で定めた特別職の金額、１日の日額という形で支給しており

ます。 

　　また、国勢調査のほうは、すみません、こちら企画課所管になるんですが、恐らく

５万円近い金額をお一人当たり、持っているエリアとか調査数とかによって変わってく

ると思うんですけれども、そのようなのに近しい金額を出しているんではないかなとい

うふうには思っております。 

　　以上でございます。 

○斎藤万紀子委員長　田口委員。 

○田口さとる委員　こちらの出どころというか、お金の出るところというのは、基本的に

は上からの仕事なので、国とかから下りてくるお金がメインとなって支払われるという

理解でよろしいでしょうか。 

○斎藤万紀子委員長　総務課長。 

○佐藤康夫総務課長　委員おっしゃるとおりでございまして、今申し上げた選挙と国勢調

査については、国費で賄えることになっています。 

　　以上です。 
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○斎藤万紀子委員長　その他質疑のほうはいかがでしょうか。 

　　小林委員。 

○小林誠弥委員　ちょっとページ数が見つからなくなっちゃって、分からないんですが、

ペーパーレス会議システムのところなんですけれども、ペーパーレス会議システムって、

今使っているこれのことなのかなと思うんですけれども、それが拡充ということで今説

明がありましたけれども、今現在、職員の方々はこのペーパーレス会議システムを使っ

ていなかったのかどうなのか確認と、もし使っていたのであれば、どのような形でこれ

がまた拡充されるのか。 

　　あと、タブレットというのもありましたけれども、タブレット、今、皆さんここで使

っているの、これがもうタブレットにもなるのかなと思うんですけれども、そこら辺の

詳細をちょっとご説明お願いします。 

○斎藤万紀子委員長　総務課長。 

○佐藤康夫総務課長　現在、職員に配置しておりますタブレット端末は、部課長職と各課

に１台ということで配置をしています。今回、私どもが新たに予算要求、拡充事業とし

て予算要求するのは、新たな会議体ということで、５つの庁内の会議体に、５０名分配

布したいというふうに思っておりまして、職員ではございません。 

　　具体的に申し上げさせていただきます。まず、高齢介護課の介護認定審査会、こちら

２０名、それから教育総務課所管の定例教育委員会、こちら５名、そして学校教育課所

管の校長研究協議会と教頭研究協議会、こちら１２人ずつおりますので２４名分、そし

て最後に監査委員事務局ということで、島村委員は既にお持ちでございますが、代表監

査委員に１名分配置をしまして、これで５０名分、５０台という計算でございます。 

　　新たに配置するタブレット端末５０台とタッチペン５０本ということの予算要求でご

ざいます。 

　　以上です。 

○小林誠弥委員　ありがとうございました。 

○斎藤万紀子委員長　ほかに質疑のほうはいかがでしょうか。 

　　増田委員。 

○増田敏雄委員　１７５ページのイの初任給のところなんですけれども、高校卒１９万

４，５００円、大学卒で２２万５，６００円なんですけれども、これは総支給額なんで

すか。これにまた別な、何とか手当、何とか手当で上乗せが入ってくるんでしょうか、
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お尋ねします。 

○斎藤万紀子委員長　総務課長。 

○佐藤康夫総務課長　こちらは給料の部分になりますので、別に手当は、それは除きます。 

○増田敏雄委員　総額では幾らぐらいですか。 

○斎藤万紀子委員長　総務課長。 

○佐藤康夫総務課長　申し訳ございません。それは、住居手当やいろいろ通勤手当等もろ

もろ、人によって異なりますので、すみません、この場で幾らというのはご容赦いただ

きたいと思います。すみません。 

○斎藤万紀子委員長　増田委員。 

○増田敏雄委員　なぜかというとね。新聞テレビ等の報道によりますと、かなりの高額で、

高卒で２５万とか大卒３０何万とかと報道されているので、それでも物価上昇よりも伸

びが低いようなことで、実質はマイナスだというふうな報道が多いんですけれども、こ

れはもう上からの指示で行われるので、何ともし難いところと考えてよろしいんでしょ

うか。 

○斎藤万紀子委員長　総務課長。 

○佐藤康夫総務課長　おっしゃるとおりでございまして、これは人事院勧告に基づく給与

でございますので。 

　　総務課としましても、官民の差が大分出てきていて、この労働力、要するに公務員を

受験するというよりは民間に流れてしまうというところでは、非常に危惧はしているん

ですが、やはり我々がもし仮に人事院勧告を無視して、独自の給与ベースアップを図り

ますと、やはり国や県からどうしてなんだという指摘が入ります。財源も、羽生市余裕

あるわけではございませんので、まずは勧告に従うということが定例になるのかなとい

うふうに判断しております。 

　　以上です。 

○増田敏雄委員　了解しました。 

○斎藤万紀子委員長　ほかに質疑いかがでしょうか。 

〔発言する者なし〕 

○斎藤万紀子委員長　すみません。長くなって、申し訳ありません、１点だけ。 

○田口さとる副委員長　委員長職務代理務めます。 

　　斎藤委員。 
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○斎藤万紀子委員　すみません。３０ページの一番上、市民意識調査委託料３０９万

１，０００円なんですけれども、こちら５年に一度行われる調査だと思うんですが、今

回の回収率の目標と質問内容や項目などに変化……、こちら一般管理費だから、大丈夫

ですか。企画のほうで。 

〔発言する者あり〕 

○斎藤万紀子委員長　失礼しました。申し訳ございません。秘書広報課のほうです。大変

失礼しました。 

　　では、ほかに質疑はいかがでしょうか。 

〔発言する者なし〕 

○斎藤万紀子委員長　では、質疑もないようですので、暫時休憩いたします。 

 

午前１０時０５分　　休　憩 

 

午前１０時１０分　　開　議 

 

○斎藤万紀子委員長　休憩前に引き続き会議を開きます。 

　　総務課長。 

○佐藤康夫総務課長　申し訳ありません。先ほど私が小林委員の質問に対して、タブレッ

ト端末の台数を申し上げたと思うんですが、教育総務課の定例教育委員会５台と申し上

げたんですけれども、こちらは４台の誤りでございましたので、５台を４台にしていた

だきたいというふうに思います。代わりに、校長会の１２台を１台増やしていただきま

して１３台にしていただきたいと思います。合わせて５０台は変わりございませんが、

私が申し上げた教育委員会の５台を４台に、校長会の１２台を１３台に訂正させていた

だきたいと思います。申しございませんでした。 

○斎藤万紀子委員長　では、改めて暫時休憩いたします。 

 

午前１０時１１分　　休　憩 

 

午前１０時１２分　　開　議 
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○斎藤万紀子委員長　休憩前に引き続き会議を開きます。 

　　議案第１号、地域振興課所管部分について、地域振興課長に説明を求めます。 

　　地域振興課長。 

○大橋　裕地域振興課長　地域振興課長の大橋でございます。よろしくお願いいたします。 

　　本日、地域振興係長の小野田が同席の予定でございましたが、ただいま自治会連合会

の理事会のほうに出席しておりまして、本日は欠席となります。申し訳ございません。

よろしくお願いいたします。 

　　それでは、着座にて失礼いたします。 

　　それでは、議案第１号　令和７年度羽生市一般一般会計予算のうち、地域振興課所管

分の主なものについてご説明を申し上げます。 

　　参考資料１番、令和７年度羽生市一般会計特別会計予算説明書の３９ページをご覧く

ださい。 

　　予算書３９ページの上段をご覧ください。 

　　第２款総務費、第１項総務管理費、第１０目交通安全対策費の交通安全対策一般経費

１，１０８万５，０００円の主なものについて申し上げます。 

　　まず、第７節報償費でございます。こちら７００万４，０００円でございますが、交

通指導員１１名の報償金でございます。 

　　第１０節需用費２７６万８，０００円の主なものでございますが、新入学児童用のヘ

ルメット４３０個や交通安全運動の啓発品などの消耗品２６５万１，０００円でござい

ます。 

　　続きまして、１１節役務費でございます。こちらが３万５，０００円となっておりま

すが、交通安全指導車の車検手数料等になっております。 

　　続きまして、１８節負担金補助及び交付金の１２５万１，０００円の主なものでござ

いますが、補助金で１２３万４，０００円でございます。こちらは、交通安全対策を推

進する団体への補助金でございまして、羽生市交通安全母の会への補助金が３１万円、

羽生交通安全協会への補助金が９２万４，０００円でございます。 

　　続きまして、下のほうになります。放置自転車対策事業３２万３，０００円でござい

ます。 

　　第１２節委託料、こちらは羽生市自転車等の放置防止に関する条例に基づきまして、

羽生駅、南羽生駅周辺の放置自転車対策といたしまして、違法駐輪者への注意、撤去、
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保管等の作業をシルバー人材センターに業務委託するものでございます。 

　　続きまして、４１ページの下段をご覧ください。 

　　コミュニティ活動事業６７８万２，０００円について申し上げます。 

　　第１８節負担金補助及び交付金の補助金６７８万２，０００円につきましての内容で

ございますが、まず羽生市コミュニティ協議会への補助金１６万７，０００円、そして

コミュニティ助成事業の補助金４８０万となっております。こちらは、宝くじの売上げ

収入を財源としまして一般財団法人自治総合センターが実施しております補助制度で、

県を通じまして、自治会活動に１０分の１０助成されるものでございます。 

　　来年度令和７年度は、常木自治会の２５０万円、小松自治会の２３０万円の２団体が

補助の対象になります。 

　　また、自治会集会所整備事業費補助金でございますが、自治会が管理運営する集会所

に対する修繕費補助として、事業費の５分の１を補助するもので、１４６万

３，０００円となっております。 

　　その下、地域協議会交付金３４万２，０００円でございます。こちらは、地域におけ

る様々な課題に対応するために、自主的かつ持続的な活動を行う地域住民によって組織

された地域協議会に対する事業費補助でございます。 

　　４１ページ、同じページの一番下のほうにございます、コミュニティセンター管理事

業でございます。こちらは、４２ページのほうにも続けてございます。 

　　コミュニティセンター管理事業３１２万９，０００円でございます。この事業は、羽

生市中央公民館１階部分の羽生市コミュニティセンターの施設管理及び運営に関する費

用でございます。主なものといたしましては、１２節の委託料、夜間管理事務委託料

１８３万５，０００円は、コミュニティセンターの夜間管理のため、シルバー人材セン

ターへの派遣業務の委託料でございます。 

　　引き続きまして、４４ページの下段をご覧ください。 

　　防犯対策一般経費でございます。第１７目防犯費について申し上げます。 

　　羽生市の防犯体制につきましては、平成１７年度から防犯指導員１名を地域振興課に

配置いたしまして、犯罪から市民の方々を守るため、警察、防犯協会、防犯のまちづく

り推進協議会等と連携しまして、各種地域防犯の活動を推進しております。 

　　それでは、すみません。地域防犯対策一般経費６４７万３，０００円の主なものにつ

いて申し上げます。 
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　　第１節報酬２２６万８，０００円は、防犯指導員１名の報酬でございます。 

　　第１３節、使用料及び賃借料７２万円でございます。こちらは、羽生駅に設置してお

ります１５台の防犯カメラの使用料及び賃借料になります。 

　　第１８節負担金補助及び交付金の１８３万５，０００円でございます。そのうち

１５７万円は、市の防犯活動を羽生警察署と連携して実施しております羽生市防犯協会

に対する補助金でございます。交付金といたしましては、羽生市暴力排除推進協議会へ

１０万円と、羽生市地域安全推進連絡協議会へ１６万５，０００円を計上しております。 

　　なお、事務局は、羽生市防犯協会及び羽生市地域安全推進連絡協議会が羽生警察署の

生活安全課、羽生市暴力排除推進協議会が羽生警察署の刑事課となっております。 

　　続きまして、防犯灯維持管理事業２，１１５万３，０００円について申し上げます。 

　　まず、市内に設置しております防犯灯は、３月１日現在で５，８６９基となっており

ます。 

　　第１０節需用費１，４１６万５，０００円は、そちらに設置しております防犯灯の電

気料でございます。 

　　第１２節委託料６９８万８，０００円は、ＬＥＤ防犯灯維持管理業務委託料でござい

ます。令和６年度本年度でリース契約が満了となりまして、業者に委託するＬＥＤ防犯

灯の新設費、修繕費、維持管理運営費を合算したものになります。防犯灯の新設は

７４基、各自治会１基となり、球が切れてしまったなどの灯具の交換は、これまでの実

績を勘案しまして、６０基分といたしました。 

　　続きまして、４５ページの下段をご覧ください。 

　　第１８目地域振興費、協働のまちづくり推進事業４，３６１万１，０００円の主なも

のについて申し上げます。 

　　一番下、次のページに移らせていただきます。 

　　第１８節、負担金補助及び交付金４，３３９万７，０００円につきましては、市民の

自主的なコミュニティ活動に対し３年間を限度に助成する市民活動応援補助金と、各自

治会や自治会連合会の交付金になります。 

　　続きまして、同じページの中段をご覧ください。一般経費の地域振興課のところにつ

いて申し上げます。 

　　第１９目諸費のうち、地域振興課所管分１６万円について申し上げます。 

　　一般経費第１節の報酬１０万５，０００円につきましては、地域公共交通会議の委員



－20－

報酬でございます。令和６年度今年度、地域公共交通会議内に本市の公共交通の運賃に

ついて協議する運賃協議部会を設置したため、開催回数が増加するものと見込んでおり

ます。 

　　第１８節負担金補助及び交付金４万５，０００円は、埼玉県防衛協会の負担金でござ

います。 

　　続きまして、あい・あいバス運行補助事業２，６５６万２，０００円でございます。 

　　第１８節負担金補助及び交付金は、あい・あいバスを運行しております朝日自動車株

式会社への運行経費の補助金でございます。 

　　続きまして、その下、のりあいタクシー運行補助事業６，５５３万５，０００円につ

いて申し上げます。 

　　第１８節負担金補助及び交付金は、羽生市のりあいタクシーを運行している羽生タク

シー株式会社への運行経費補助金でございます。４月１日より、利用対象者が全市民と

なります本運行に移行するに当たりまして、車両を現在の３台から５台に増車いたしま

すので、増車に伴う運転手の人件費、また、燃料費や整備費用など運行に係る経費の増

加を見込んで、予算を計上しております。 

　　続きまして、４７ページの上段をご覧ください。 

　　こちらは、犯罪被害者等支援事業４０万円でございます。 

　　第１９節扶助費は、犯罪被害者等見舞金で、遺族見舞金が３０万円掛ける１件、障害

見舞金が１０万円掛ける１件でございます。令和６年４月１日に羽生市犯罪被害者等支

援条例が制定され、犯罪行為により亡くなられた方のご遺族や、犯罪行為により重い傷

病を負われた方に対しまして、経済的な負担を軽減するため見舞金を支給するものでご

ざいます。 

　　なお、犯罪被害者等支援総合対応窓口を地域振興課のほうに設置しております。現時

点では相談件数もなく、見舞金の支給もないような状況でございます。 

　　続きまして、ページが飛びまして１３３ページ、上段をご覧いただければと思います。 

　　第９款消防費、第１項消防費、第４目防災費の防災一般経費の地域振興課所管分

１，８７４万５，０００円の主なものについて申し上げます。 

　　第１１節役務費３０万６，０００円でございます。こちらは、通信運搬費といたしま

して、県の防災行政無線の専用回線料２１万２，０００円と自動応答電話回線使用料の

９万４，０００円でございます。 
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　　第１８節負担金補助及び交付金は、交付金の１，３２３万円でございますが、埼玉県

の衛星系防災行政無線施設再整備事業負担金１，１６０万円は、緊急防災・減災事業債

の対象事業として、埼玉県では令和５年度から衛星系防災行政無線の再整備を実施して

おりますが、来年度７年度は、今、地域振興課のほうに置いてあります機器を更新して、

入替えを行うものでございます。 

　　その下、自主防災組織育成補助金１６２万９，０００円は、市内全７４自治会で組織

しております自主防災組織に対しまして、地域の防災訓練を実施するに当たり、補助金

を交付することにより組織を育成していただくことを目的とするものでございます。 

　　続きまして、防災用品備蓄事業６６６万９，０００円について申し上げます。 

　　防災用品につきましては、市内の小・中学校、９つの公民館、市内の公共施設等へ分

散備蓄をしております。引き続き、各施設での備蓄を進めてまいります。 

　　第１０節需用費６６６万９，０００円の主なものは、非常用食料であるアルファ米、

高齢者や幼児用の紙おむつ、衛生用品等に加え、災害用の備蓄毛布、災害用の飲料水を

購入するものでございます。防災用品につきましては、必要なものを精査して、それぞ

れの保存年限に応じまして、計画的なローリングストックに備蓄を進めております。 

　　続きまして、１３４ページの上段でございます防災訓練実施事業３８万２，０００円

について申し上げます。 

　　第１３節使用料及び賃借料でございます。自動車借上料３３万円でございますが、令

和７年度、バスを利用した広域避難訓練の実施を予定しておりまして、小学校が今年度

閉校となります三田ケ谷地区と村君地区において、訓練を実施する予定となっておりま

す。 

　　第１８節負担金補助及び交付金で、防火防災訓練災害補償等共済制度掛金、こちらは

５万２，０００円となっております。 

　　続きまして、防災行政無線整備等事業１，４５５万９，０００円について申し上げま

す。 

　　防災に関する情報を迅速かつ的確に伝えるため、令和４年度から令和６年度までの

３か年で、防災アプリと附帯設備導入等を含む、防災行政無線のデジタル化整備を実施

いたしました。防災行政無線は、親局１局、子局１５５局、戸別受信機４０局、移動局

２７局を保有しております。 

　　第１０節需用費１７３万７，０００円でございますが、こちらは子局１５５局の電気
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料などでございます。 

　　１１節の役務費６５万７，０００円でございます。主なものは、通信運搬費といたし

ましてＩＰ無線機の通信費が５０万６，０００円、免許申請代行手数料が１５万

１，０００円となっております。 

　　第１２節委託料５４４万５，０００円でございますが、防災行政無線設備の保守点検

委託料４８９万５，０００円と発令判断支援システムの保守業務委託料５５万円でござ

います。 

　　第１３節使用料及び賃借料３４２万円でございますが、使用料３３０万円となってお

ります。内訳は、防災行政無線の電波の使用料が１万９，０００円、防災アプリの使用

料が１４５万２，０００円、すぐメールＰｌｕｓ+メール配信サービスの使用料が

９１万１，０００円、クラウド型気象防災システムの使用料が９１万８，０００円と土

地借上料１２万は、防災行政無線の子局用の用地として借り上げている１６局分の土地

の借上料でございます。 

　　１３５ページをご覧ください。 

　　１３５ページの上段でございます。第１４節工事請負費でございます。３３０万円で

ございますが、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）の更新工事の請負費３３０万

でございます。 

　　以上で説明を終わります。 

　　よろしくお願いいたします。 

○斎藤万紀子委員長　では、ただいまの説明に対し質疑を求めます。 

　　質疑のある方は順次発言を願います。 

○斎藤万紀子委員長　田口委員。 

○田口さとる委員　地域振興課所管部分における重点事業と、あと新規事業について、も

う一度ご説明のほう、ちょっとよろしくお願いいたします。 

地域振興課長。 

○大橋　裕地域振興課長　地域振興課の重点事業でございますが、主に２点ございます。 

　　まず、１点目の新規事業といたしましては、先ほど申し上げました防災行政無線の整

備等の事業でございます。令和４年から６年にかけて実施した防災行政無線デジタル化

工事が完了いたしまして、令和７年度から本格運用となるものでございます。もう既に

昨年６月から運用しております防災アプリをはじめとして、メール等の一斉配信システ
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ムやクラウド型気象防災システム、こちらは市内の用水路等にカメラ等を設置して、そ

ちらが皆様にもご覧になれるような形になります。現状、カメラ等を設置しておりまし

て、特に今、雨も降っておりませんので、普通の水路が流れているんですけれども、大

雨が降ってちょっと冠水しそうなところと、水位が上がっている状況とかを皆様がご覧

になれるようなシステムになっております。 

　　もう１点の事業でございます。こちら拡充でございますが、のりあいタクシーの本運

行でございます。本年４月１日からのりあいタクシー本運行にさせていただいて、全市

民を対象としたのりあいタクシーの運行になります。金額等も実証運行と変わらず

５００円という形でやらせていただいて、台数も２台増やすような形になります。 

　　また、今、電話とファクスでの予約となっておりますが、今後、今進めておりますが、

ネットを使った予約もできるような形で進めておりますので、４月１日以降の本運行に

向けて、市民皆様への周知を進めていきたいと考えております。 

　　以上でございます。 

○斎藤万紀子委員長　ほかに質疑のほうはいかがでしょうか。 

　　増田委員。 

○増田敏雄委員　４４ページの地域安全推進連絡協議会の支部長やっていつもお世話にな

っているんですけれども、四、五年前からすると、この交付金が決定がしていたんです

けれども、この四、五年前からの通知というのは把握できますか。 

○斎藤万紀子委員長　地域振興課長。 

○大橋　裕地域振興課長　現在、交付金につきましては、昨年の９，０００円の減という

形で、１６万５，０００円という形で設定をしていただいています。５年前は、すみま

せん、手元にないんですが、少なくとも毎年ちょっと５％ずつ減らさせていただいてい

るような状況でございます。 

○斎藤万紀子委員長　増田委員。 

○増田敏雄委員　財政的に、いろんな固定資産税とか増えて、市の財政は増えてきている

と思うんですが、ボランティアのほうもなかなか厳しい運営が続いていますので、でき

れば戻す方向で検討していただければありがたいと思うんですけれども、いかがでしょ

うか。 

○斎藤万紀子委員長　地域振興課長。 

○大橋　裕地域振興課長　我々としても、予算要求は現状維持か、あと地域安全推進委員
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会の方々から、あの黄色いジャンパーとか帽子とか、そういったものがやはり経年劣化

して傷んでしまっているというようなお話は聞いておりますので、今後は交付金のほう

でそういったところも補助できるような形で検討してまいります。 

　　以上でございます。 

○増田敏雄委員　了解しました。 

○斎藤万紀子委員長　ほかに質疑のほうはいかがでしょうか。 

　　島村委員。 

○島村　勉委員　４１ページの自治会集会所の整備事業費、これはどのようなものに使う

のかと。１４６万３，０００円というんだけれども、どのぐらいの数、自治会の集会所

の数は。 

○斎藤万紀子委員長　地域振興課長。 

○大橋　裕地域振興課長　１４６万３，０００円ということで、まず内容でございますが、

昨日の一般質問でもお話がありましたとおり、今、こちらの集会所補助金のほうで、最

近はエアコンとかが盗難に遭ってしまったときのエアコンの新規の設置料とか、あと浄

化槽のブロワが盗まれてしまったところで、そういったものの修繕料で、昨年１０月よ

り追加しました防犯カメラの設置に関しまして、この集会所に防犯カメラを設置する場

合の修繕料ということで、こちらで計上をさせていただいております。 

○島村　勉委員　だから、数。 

○大橋　裕地域振興課長　すみません、ちょっと。 

○斎藤万紀子委員長　大丈夫ですよ。 

○大橋　裕地域振興課長　こちらの見込みでございますが…… 

○増田敏雄委員　いや、自治会の数。 

○大橋　裕地域振興課長　自治会の数ですか。 

○島村　勉委員　集会所の数。 

○大橋　裕地域振興課長　集会所の数ですか。 

○島村　勉委員　この予算、何か所で１４６万という、例えば今言っただけの話じゃない

でしょう、事故があったときだけというんじゃなくて。そうじゃなくて、ある程度自治

会で、各自治会に１０万円とか５万円だか分からないけれども、そういう意味で、何か

所に集会所がある、それで予算組んでいるんじゃないと。 

○大橋　裕地域振興課長　予算の組み方といたしましては、申請の件数を基にしてやって
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おります。平均的に、大体今年は１０件、昨年度は１２件、その前も１２件程度ござい

ましたので、予算は１５件程度をめどにして計上しているところでございます。ただ、

先ほど申し上げた盗難等が結構多発しているような状況でございますので、予算より足

らなくなってしまう場合等が特にございますので、その辺は流用等をさせていただいて、

対応はさせていただくような状況でございます。 

　　以上でございます。 

○斎藤万紀子委員長　島村委員。 

○島村　勉委員　新規ということね、これはね。 

○斎藤万紀子委員長　地域振興課長。 

○大橋　裕地域振興課長　来年度というか、令和７年度分の修繕費補助金でございます。 

○島村　勉委員　はい、分かりました。 

　　もっといいですかね。 

○斎藤万紀子委員長　島村委員。 

○島村　勉委員　４６ページの犯罪被害者見舞金というんだけれども、これは前からもち

ろんあったのかな。そして、今までの何というか、そういう見舞金を出した経緯があれ

ば。 

○斎藤万紀子委員長　地域振興課長。 

○大橋　裕地域振興課長　こちらの犯罪被害者のほうでございますが、先ほど申し上げた

ように、令和６年４月１日から地域振興課のほうに窓口を設置させていただいて、現時

点でご相談がございませんので、支給も今していないような状況でございます。 

　　以上でございます。 

○斎藤万紀子委員長　他に質疑のほういかがでしょうか。 

　　小林委員。 

○小林誠弥委員　ちょっと何点かありまして、まず、３８ページの安全対策一般経費の中

のヘルメットの個数が説明あったんですけれども、ちょっと４７０幾つと聞こえたんで

すけれども、それのまず個数の確認をさせていただきたいのと。 

　　あと、４６ページのあい・あいバスで、こちらが前年よりも３００万円ぐらい上がっ

ていると思うんですけれども、タクシーのほうの説明はあったんですけれども、バスの

ほうの説明がちょっとなかったのでそれの詳細。 

　　あと、１３４ページの、何かいっぱい、防災アプリとか何か、いろんな維持費とかが
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説明であったと思うんですけれども、これの防災アプリ使用料とかすぐメールＰｌｕｓ

+使用料、クラウド型気象防災システム使用料、これの使用料関係のところが、去年だ

とちょっと見当たらなかったんですね。それなんで、防災アプリって今実際にあるし、

どこにいっちゃっていたのか、令和７年度にはここに出てきたのかという説明をお願い

いたします。 

○斎藤万紀子委員長　地域振興課長。 

○大橋　裕地域振興課長　まず、１点目のヘルメットの関係からでございます。 

　　ヘルメットは、新入学児童用ということで４３０個を見込んで、発注をしております。

こちらは、令和７年度の入学予定者数が、昨年の１０月現在で３８４名ということで伺

っておりまして、プラス、サイズを聞くんですけれども、サイズがちょっと合わなかっ

たりとかですね。あとは、転校生とか、１年生の転校生とかにもお渡しする分で、予備

で買っているもので、４３０個という形で計上をさせていただいております。 

　　２点目のあい・あいバスの予算の増加についてでございます。 

　　こちらは、人件費と燃料費と、あと修繕費が結構大きくなっております。というのも、

現在ラッピングしたバスが走っておりますけれども、あれは平成２９年に替えたもので、

結構な走行距離、もう４０万キロを超えているような状況でございまして、修繕費がか

さむような、かなりまめに修繕をしていただいて今、事故なく走行しているんですけれ

ども、さすがに走行距離がかなり増えているような状況でございますので、修繕費のほ

うが多くなってしまっているというような状況でございます。 

　　３点目の防災アプリ等の使用料の関係でございます。 

　　こちら、委員ご指摘のように、今年度は計上されていないじゃないかというところで

ございますが、今年度は防災行政無線設備のリースの契約の中に含まれておりましたの

で、特に計上はしていないというところでございます。 

　　来年度以降はもうリースの契約が切れてしまいますので、その関係で防災アプリの使

用料やメールの使用料、システムの使用料を計上しているところでございます。 

　　以上でございます。 

○斎藤万紀子委員長　小林委員。 

○小林誠弥委員　ありがとうございました。 

　　まず、ヘルメットのほうなんですけれども、令和６年度は、私のメモだと３７７とな

っているんですよ。３８０で、予備を見てプラス５０で４３０というふうにおっしゃっ
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ていたんですけれども、これ小学校の新入学生に配布するということで、まず今年のち

ょっと個数を確認させてもらったほうがいいですね。私のメモが間違えている可能性も

あるので、今年の配布数をお願いします。 

○斎藤万紀子委員長　地域振興課長。 

○大橋　裕地域振興課長　今年入学するお子さんたちの購入数は、４４３個でございます。 

　　先ほど生徒さんの話もありましたが、ちょうど見込みよりも、実際発注したときに改

めて予算を立てるときにも、改めてお子さんの数、入学の数の確認等をさせていただい

た上で、プラス予備の分も含めて、本年、今度入学する生徒さんのものに関しましては、

４４３個を購入させていただいております。 

　　令和８年度入学する生徒さんに対しましては、先ほど申し上げたとおりで、予備も含

めて４３０個注文する予定でございます。 

　　以上でございます。 

○斎藤万紀子委員長　小林委員。 

○小林誠弥委員　ちょっと私のメモしてあったのが間違えていたということで、了解いた

しました。 

　　あと、あい・あいバスのほうの修繕費を見越してということで分かりました。 

　　１３４ページ使用料の部分です。リースに令和６年度は組まれていて、それをリース

が終わってということで説明ありましたけれども、ちょっとすみません、リースのとこ

ろの金額のところが今ページが見つからないのであれなんですけれども、リースよりも

実際こっちの令和７年度の形態のほうが、要は予算的には安く済むということで、リー

スからこっちの令和７年度の形態に変えたのか、変えた理由をちょっとご説明お願いし

ます。 

○斎藤万紀子委員長　地域振興課長。 

○大橋　裕地域振興課長　今、防災アプリ等は稼働しているような状況でございますが、

リースが、防災行政無線、先ほどアンテナ等の整備をさせていただいたんですけれども、

も、その中にもう既に含まれているアンテナ等の整備と一緒に、こちらの防災アプリ等

の使用に関してもリースの中で含まれている形になりますので、令和７年度以降はもう

リースという状況ではなくて、完全に使用するだけの使用料をお支払いしなきゃいけな

いというところで使用料が発生しているという、全部が防災行政無線の整備、アンテナ

等の工事等の中に防災アプリだったり、システムの使用料も全て含んでのリース契約を
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していたので、今回３月３１日で切れてしまいますので、今後使用していくに当たって

使用料が必要になるというところでございますので、令和６年度に関してはリース代の

全てに含まれていたので、特にこちらの費用は発生はしていなかったんですが、７年度

の以降は、使用するに当たっての使用料等を計上してお支払いするような形になります。 

　　以上でございます。 

○斎藤万紀子委員長　小林委員。 

○小林誠弥委員　ちょっと私よく理解できなかったんですけれども、どなたからか、今の

説明で分かるんであれば、それでオーケーです。ちょっと私は仕組みがよく理解できな

かったので。 

○斎藤万紀子委員長　こちらに関してはちょっと、私は何となく理解したつもりだったん

ですけれども…… 

〔発言する者あり〕 

○斎藤万紀子委員長　よろしいですか、大丈夫ですか、皆様。 

　　また必要あれば、ちょっと窓口で説明のほうよろしくお願いいたします。 

　　ほかに質疑のほういかがでしょうか。 

○斎藤万紀子委員長　野中委員。 

○野中一城委員　４６ページののりあいタクシーなんですけれども、今年の重点の事項の

中にのりあいタクシーが入っていましたけれども、やっぱり本運行が始まるわけですか

ら、市としても乗車目標とか、そういうのを含めた目標というか、やっぱり１年間これ

ぐらいというそういう目標があると思うんですけれども、それをちょっとお願いしたい

と思います。 

○斎藤万紀子委員長　地域振興課長。 

○大橋　裕地域振興課長　乗車の目標でございますが、まず計上するに当たって、まず現

在の実証運行の平均利用者数等を求めさせていただきました。１０月時点、予算を立て

る時点での利用者でございますが、１０月の１日の平均利用者数が約３８人の方が利用

しておりました。その３８人の方が利用していたということで、こういったものを一応

見込みまして、令和６年度末は利用者数が９，３１８人という形で今現在見込んでおり

ます。 

　　今後、全市民対象になりますので、こちらの利用見込みでございますが、全市民対象

にしている市は、鴻巣市さんと、あと白岡市さん、久喜市さんの利用者数の状況を調べ
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させていただいて、やはり利用者の割合を、そちらの久喜市さん、鴻巣市さん、白岡市

さんの３市の平均で、７５対２５ということで割合を想定させていただきました。その

関係で、全市民を対象としたときの延べの利用者数の見込みが、我々の試算ですと

７５歳以上の方、今の実証運行で７５歳以上を対象にしておりますが、７５歳以上の方

を８，７０２名、７４歳以下の方を８，０３３人、合計で１万６，７３５人の方の利用

を来年度は見込んでいるところでございます。 

　　以上でございます。 

○斎藤万紀子委員長　野中委員。 

○野中一城委員　それは今までの本運行前の統計で出た目標ですから、そこに向かって取

り組んでいくという認識でよろしいでしょうか。 

○斎藤万紀子委員長　地域振興課長。 

○大橋　裕地域振興課長　先ほど申し上げた利用者数の見込みなので、１万６，７３５人

を見込んで２台増車等をしておりますので、我々も周知をさせていただいて、もっと増

やしていければいいなというふうに考えております。 

　　以上でございます。 

○斎藤万紀子委員長　野中委員。 

○野中一城委員　今、周知という話が出たんですけれども、やはり全市民対象ということ

はすごくいいことだと思います。それに対してやはり、結構まだ市民の方も、全市民に

なったとか、そういういろんな条件が変わったということをまだ知らない方がかなり多

いと思いますので、すごくいい事業だと思いますから、本当に広げていってもらうよう

な周知をお願いしたいと思います。 

○斎藤万紀子委員長　地域振興課長。 

○大橋　裕地域振興課長　ただいまの周知の部分でございますが、広報のほうには１月の

広報で載せさせていただいてですね。現在、ホームページのほうで、利用登録の申請を

ホームページのほうに載せさせていただいて、もう既に利用登録に関しては、そちらで

ダウンロードして、できるような形になっております。 

　　ただ、委員さんおっしゃったとおり、まだまだ周知が足らないところでございますの

で、今、チラシのほうを作成しているところでございます。４月１日に間に合うかどう

か、ちょっと分からないんですけれども、回覧版等で配布させていただいたり、公民館

とか公共施設等に置かせていただいたりとか、そういった形でチラシのほうを配布させ
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ていただいて、さらなる周知のほうを図っていきたいというふうに考えております。 

　　以上でございます。 

○野中一城委員　ありがとうございます。 

○斎藤万紀子委員長　ほかに質疑のほうはいかがでしょうか。 

　　田口委員。 

○田口さとる委員　大きく３点お願いします。 

　　まず、３９ページですか、交通安全対策費のところの一般経費のところの報償費のと

ころ、交通安全指導員さんへの報償金ということで７００万４，０００円という説明あ

ったんですけれども、これは朝とかに制服着て、横断歩道とかで指導している方の報償

金という理解でよろしいのかという点がまず１つ。 

　　それから、４５ページですか、ＬＥＤの防犯灯維持管理事業のところ、いろいろちょ

こちょこ出ているんですけれども、去年ですと、ここのところが、使用料及び賃借料と

かそういったくくりで借上料とかで出てきていたんですけれども、今年はそういうので

出てきていないので、ちょっと去年の書き方との整合性というか、その辺のちょっと説

明をいただきたいという点が１つ。 

　　それから、１３３ページ、防災費のところなんですけれども、まず、衛星系防災行政

無線施設再整備事業負担金で１，１６０万、これに対して、その財源として事業債が増

となっていますよというのが出ています。こちら去年、もちろん去年はなかったんです

けれども、去年は去年で防災行政無線デジタル化事業債を起こして、それで費用に充て

ています。 

　　片や、今年の防災行政無線整備事業等において１，４５５万９，０００円あるんです

けれども、ここでは債を募っていないと。ちょっと私もよく分かっていないところがす

ごくありまして、この辺の事業債を募る募らないの判断というのと、別に借金する、借

金だという理解を私しちゃっているんですけれども、そのほうがいい手段とは思っては

いないんですけれども、ちょっとその判断に至った経緯というのをお聞かせ願えればと

思います。よろしくお願いします。 

○斎藤万紀子委員長　地域振興課長。 

○大橋　裕地域振興課長　１点目のご質問の交通指導員につきましては、委員おっしゃっ

ているとおりで、朝、手押し信号で交差点の危ないところに立ってらっしゃる交通指導

員さんの報酬ということでございます。 
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　　２点目の防犯灯の維持管理事業でございます。 

　　こちらの防犯灯に関しましても、今年度で１０年間のリース契約が切れるような形に

なります。先ほど申し上げたように、防犯灯のものは５，８００基ほど今ついている状

況でございますが、新しいものとかですね、結構新しいものを今設置しているような状

況でございますので、本来であれば新たにまたリース契約という形が一番よろしいのか

なと思うんですけれども、金額もかなり高額でございますし、またリース契約となって

くると、基本的に多分プロポーザルとかで契約先を決める形になるかと思うんですけれ

ども、その辺が現在、防犯灯をつけている業者さんと替わってしまう場合に、そのリー

ス契約した相手方の防犯灯、製造した防犯灯をつけなきゃいけないので、全部また新た

に新しくしなきゃいけないというところがございまして、かなり非常にそれはもったい

ないというところがございまして、今年度に関しましては、そういったリース契約でな

く、今リース契約している業者さんに維持管理費等を委託して、新たに先ほど申し上げ

た防犯灯新設で７４基、現在、今年度は防犯灯の新設に関しては各自治会さん２基とい

う形でお願いしているんですけれども、予算等の都合もあって、１基という形でちょっ

と減ってはしまうんですが、新設分で７４件を見込んでいるのと、結構、リースが

１０年前につけたものなので、物によってはもう大分前につけた防犯灯もございます。

ですので、結構球切れが起きてしまったりとか、何か点滅してしまって、光があんまり

ついていないというところもありますので、そういったものの交換を、今年度等の修繕

実績を見て６０基という形で、それを含めた形での契約、管理業務委託料という形で、

令和７年度に関しては実施していきたいというふうに考えているところでございます。 

　　３点目でございます。事業債の決め方でございますが、来年度やらせていただく衛星

系防災行政無線の再整備事業でございます。こちらは、埼玉県のほうで管理している衛

星系防災行政無線ということで、今、実際、実は私の席の後ろにいろいろあるんですけ

れども、衛星系防災行政無線と地上系防災行政無線というものがございまして、ふだん

何か、天気で例えば乾燥注意報が出ましたとか、そういったものが出たときには地上系

の防災行政無線のほうで県のほうから連絡が来るというような形になっているんですけ

れども、災害が起きたときに地上系の防災行政無線の回線が切れてしまうということで、

衛星系防災行政無線のほうを使うのですが、ふだんは正直使ってはいなくて、定期的に

テストをしたり、そういう状況だけなんですけれども、県のほうからこういった金額で

機械更新をしますということで、２分の１市のほうが出さなきゃいけないということで、
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その費用を基に実際の金額も決めているような状況でございます。 

　　そのようなものに関しましても、起債の金額は、修繕の費用、更新の費用に基づいて

起債額を決めているような状況でございます。 

　　以上でございます。 

○斎藤万紀子委員長　田口委員。 

○田口さとる委員　ありがとうございます。 

　　まずは、最初の交通指導員に関してなんですけれども、今回、羽生東小ができて、村

君、三田ケ谷、井泉はちょっといろいろ再編成されると思うんですけれども、変わらず

去年と同じ報償金が設定されて、交通指導員のほうのまた立つ位置とか、そういうとこ

ろの何というんですか、整理というのは見直しはされていないのでしょうかというのが

まず１点。 

　　それから、防犯灯の件ですね。だから、今後はリースではなく、維持管理という形で

お支払いするという形の話しありました。去年が大体この管理事業で２，７００万円と

かだったと思うんですけれども、今後、もちろん電気代の値上がりとかそういうのがあ

るとして、大体ランニングコストとしてこの２，０００万円ぐらいが、２，１００万円、

ちょっとずつ上がっていくかもしれません。そういったのがランニングコストとして計

上される予想でいいのかという点がもう一つ。 

　　それから、ちょっと最後の事業債のところなんですが、今年の防災行政無線のほうで

すね、その整備等事業についてはもう事業債を起こさない方向に至ったその経緯という

のを、もう一度ちょっとお聞かせお願いします。すみません。 

○斎藤万紀子委員長　地域振興課長。 

○大橋　裕地域振興課長　１点目の交通指導員の立つ場所でございますが、三田ケ谷小、

村君小が閉校になる形で、井泉小も閉校になって羽生東小になりますけれども、立つ場

所に関しましては特に変更はございません。もともと今の交通指導員さんが立っている

場所も三田ケ谷小と村君小に関しては、立っている場所はございませんでした。ですの

で、立っている場所についての変更等はございません。ただ、登校時間等が変わったり

する可能性もありますので、その辺は確認させていただいて、立つ時間等はそれに基づ

いて決めていきたいというふうに思っております。 

　　２点目の防犯灯に関しましては、委員のおっしゃられるとおりで、コストといたしま

ては、今年度と同じような形で見込んではいます。ただ、今後のリース契約、今は先ほ
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ど申し上げたようにまだもったいないので、維持管理業務という形にはしたんですけれ

ども、今後に関しましては、もう間違いなく球切れが増えてきたりとか、そういうとこ

ろもございます。 

　　先日、とある業者さんが来たんですけれども、今、防犯灯だけではなくて、一緒に防

犯カメラを設置するタイプのものとか、新たなもの等がございますので、そこに関して

はちょっと、かなり庁舎内で検討させていただいて、今後のリース計画、ただ、今のあ

る防犯灯だけではなくて、カメラのものにするとかいろんなもので、新しいものがいろ

いろできてきておりますので、その辺は十分勘案した上で、今後は決めていきたいとい

うふうに思っております。 

　　最後の事業債にしなかった、していない理由でございますが、防災行政無線に関しま

してもリースが今年度で終わっているような状況でございまして、来年度７年度に関し

ましては、管理等の委託ですね、維持管理の部分だけという形になります。 

　　維持管理の部分に関しましても、アンテナ等全てを新しいものに交換しましたので、

すぐには壊れる、今までのアナログのやつも３０年近く、昭和から使っているものもご

ざいましたので、なかなか壊れるのは想定しづらいというところもあって、維持管理費

用だけというところでございますので、事業債にしなかったというところでございます。 

　　ただ、アンテナに関しては、雷が落ちてしまったりすると、幾ら新しいものでも壊れ

てしまうというところがございますので、その辺はちょっと、あんまり想定はしたくな

いんですけれども、起きたときには対応はしていきたいというふうに考えております。 

　　以上でございます。 

○田口さとる委員　分かりました。 

○斎藤万紀子委員長　では、質疑のほうよろしいでしょうか。 

　　増田委員。 

○増田敏雄委員　先ほどの交通安全指導員のところなんですけれども、何名とかという人

数が書いてあれば助かるんですけれども、何名と分かればで結構ですけれども、教えて

ください。 

○斎藤万紀子委員長　地域振興課長。 

○大橋　裕地域振興課長　現在の交通安全指導員の方々でございますが、１１名でござい

ます。 

　　以上でございます。 
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○増田敏雄委員　もう１点なんですが、これに絡んで現在の完全ボランティアですね。登

下校で見守り隊が活動しているんですけれども、そちらはもう完全にボランティアなん

ですよ。ここの辺に格上げで、補助対象になる予定は全くございませんか。 

○斎藤万紀子委員長　地域振興課長。 

○大橋　裕地域振興課長　現時点では特には考えておりませんが、各自治会さんのほうで

人を出していただいたりしているところでございますので、自治会さんのほうでという

形にはなってしまうんですけれども、現時点では市としては考えておりません。 

○斎藤万紀子委員長　増田委員、それについてはまた別な場所で提案のほうをよろしくお

願いいたします。 

　　ほかに質疑はいかがでしょうか。 

〔発言する者なし〕 

○斎藤万紀子委員長　よろしいでしょうか。 

　　では、質疑もないようですので、暫時休憩いたします。 

 

午前１１時０８分　　休　憩 

 

午前１１時１５分　　開　議 

 

○斎藤万紀子委員長　休憩前に引き続き会議を開きます。 

　　議案第１号、秘書広報課所管部分について、秘書広報課長に説明を求めます。 

　　なお、説明は簡潔に願います。 

　　秘書広報課長。 

○須永正弘秘書広報課長　皆様、こんにちは。 

　　秘書広報課長の須永と申します。よろしくお願いいたします。 

　　本日同席させていただく職員を紹介いたします。 

　　秘書広報課秘書広報係長の田沢です。 

○田沢　将秘書広報係長　田沢と申します。よろしくお願いします。 

○須永正弘秘書広報課長　それでは、議案第１号のうち、秘書広報課所管部分の歳出につ

いて説明をいたします。 

　　着座にて失礼いたします。 
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　　では、参考資料０１、予算説明書の２６ページをご覧ください。 

　　秘書広報課分の総務一般経費３４７万４，０００円は、主に市長、副市長の秘書業務

に係るものです。 

　　主なものを申し上げます。 

　　９節交際費９０万円は、市長の交際費です。予算額は令和６年度と同額でございます。 

　　続きまして、２７ページをご覧ください。 

　　１８節負担金補助及び交付金１１４万６，０００円は、主に全国市長会や埼玉県市長

会などに納める負担金です。 

　　次に、２９ページをご覧ください。 

　　文書広報一般経費です。 

　　予算額は１，７３９万８，０００円で、前年度比３１７万円の増額となりました。こ

れは、新規事業として、市民意識調査を実施すること及び広報はにゅう印刷業務委託料

の印刷単価の増によるものです。 

　　一番下、１２節委託料１，６０４万円の主なものでございますが、次のページでござ

います。一番上、市民意識調査委託料３０９万１，０００円は、新規事業です。市政に

対する市民の意見や要望を把握し、市民の声を市政に反映させるとともに、過去の市民

意識調査との比較によりまして、市民の考えや市民ニーズの動向を把握し、今後の市政

運営の基礎資料とするため、調査を実施するものでございます。本調査は５年ごとに実

施しております。 

　　続いて、広報はにゅう印刷業務委託料１，１９９万５，０００円は、広報はにゅうの

印刷業務委託料です。印刷部数は毎月１万８，８５０部、年間２２万６，２００部です。 

　　１３節使用料及び賃借料８４万３，０００円は、担当職員が広報はにゅうを編集する

ために使用する編集ソフト及び多言語翻訳加工ソフトの使用料です。 

　　なお、特定財源として、２８ページに記載してございますふるさと応援寄附基金繰入

金１９０万円、書籍等頒布代金１万円、広報の広告掲載収入３２４万円を充当いたしま

す。 

　　では、３０ページにお戻りください。 

　　ふるさとの詩募集事業２１万５，０００円です。これは、小・中学生ふるさとの詩の

募集事業で、毎年度実施しております。令和７年度は、２１回目の募集表彰となります。 

　　７節報償費１３万８，０００円は、ふるさとの詩実行委員４名の謝礼や入賞者用の額
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立て等の経費です。 

　　１０節需用費７万２，０００円は、入賞者の作品集印刷製本費が主なものです。 

　　次に、飛びまして４２ページをご覧ください。 

　　都市交流事業です。 

　　都市交流事業１８万７，０００円です。予算額は、前年度比２４９万９，０００円の

減でございます。その理由は、姉妹都市等の訪問団の受入れ予定がないことによる羽生

市国際交流協会への交付金の減です。 

　　１８節負担金補助及び交付金１７万９，０００円のうち主なものは、羽生市国際交流

協会交付金１１万４，０００円です。羽生市国際交流協会は、姉妹都市等との交流事業、

羽生国際交流市民の会などへの支援を行なっております。 

　　なお、特定財源は、国際交流基金の利子２，０００円でございます。 

　　説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

　　では、ただいまの説明に対し質疑を求めます。 

　　質疑のある方は順次発言を求めます。 

　　田口委員。 

○田口さとる委員　秘書広報課所管部分で、新規事業、それから重点事業ありましたら、

詳しく説明をお願いいたします。 

○斎藤万紀子委員長　秘書広報課長。 

○須永正弘秘書広報課長　重点新規事業として２点ございます。 

　　まず１点目は、市民意識調査の実施です。市政運営の基礎資料となる重要な調査です

ので、適切な調査を行なっていきたいと考えております。 

　　２点目は、広報はにゅうの発行でございます。市政情報の提供、それから時宜を捉え

た記事を掲載しまして、市民に伝えるべきことがきちんと市民に届きますよう、読者で

ある市民のことを意識して紙面づくりを努めていきたいと考えております。 

　　以上でございます。 

○斎藤万紀子委員長　田口委員。 

○田口さとる委員　市民意識調査が５年ぶりに行われるということで、そちらの回収率の

目標と、あと６０歳以上の方が５２％というのが前回のデータなんですけれども、若い

方からももう少し集めるための何か施策というものがございましたら、ちょっとお願い

いたします。 
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○斎藤万紀子委員長　秘書広報課長。 

○須永正弘秘書広報課長　まず、１点目の回収率の目標でございますが、こちらは前回が

約５６％となっておりましたので、今回もやはり同じ程度、５割から６割の回収を目指

してやっていきたいと思っております。 

　　それから、２点目の若い方へのということでございますが、確かにどうしても高齢の

方のほうが関心が高いといいますか、回答が多いというのはありますので、こちらとし

ても、そういった若い方にぜひ答えていただきたいというのは常々思っているところで

あります。 

　　ですので、実際これに特効薬があるかというとなかなか難しい面はあるんですけれど

も、こちらの調査の際には、これが皆様の将来に役立つんだというようなことをきちん

とお伝えして、若い人が関心を持つような形でその調査の依頼等を受入れられればなと

考えております。 

　　以上でございます。 

○斎藤万紀子委員長　田口委員。 

○田口さとる委員　これはたまたまの話なんですけれども、議会改革委員のほうで出前授

業とかでをやってですね。今、中学生っておのおのタブレットを持っているので、何か

そこでアンケートを集めることって、もちろん学校の説明も含めて協力も必要だとは思

うんですけれども、できたりはしたんですよね。 

　　そういったタブレットの利用、ただ、小・中学校生から集めた意見とか、意識がどれ

ほど浸透されるかというのもちょっとあれなんですけれども、そもそも対象に入ってい

るのかも含めてなんですけれども、そういったことはご検討される予定はあるのでしょ

うか、お願いします。 

○斎藤万紀子委員長　秘書広報課長。 

○須永正弘秘書広報課長　まず、調査の対象は１８歳以上でございます。タブレットとい

うか、その使用についてなんですけれども、今回は回答を郵送だけではなくて、インタ

ーネットを利用した回答、いわゆる二次元コードを読んで、それで回答していただくと

いうようなことを想定していますので、それによって多少若い人も回答しやすさという

面では、何というんですか、ハードルが低くなるという面はあるかなと考えております。 

　　以上でございます。 

○田口さとる委員　ありがとうございます。 
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○斎藤万紀子委員長　ほかに質疑のほうはいかがでしょうか。 

〔発言する者なし〕 

○斎藤万紀子委員長　よろしいでしょうか。 

　　では、質疑もないようですので、暫時休憩いたします。 

 

午前１１時２４分　　休　憩 

 

午前１１時２５分　　開　議 

 

○斎藤万紀子委員長　休憩前に引き続き会議を開きます。 

　　議案第１号、人権推進課所管部分について、人権推進課長に説明を求めます。 

　　人権推進課長。 

○根岸啓之人権推進課長　人権推進課課長の根岸でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

　　最初に、本日同席いたします職員を紹介させていただきます。 

　　人権推進係長の相澤でございます。 

○相澤陽子人権推進係長　よろしくお願いいたします。 

○根岸啓之人権推進課長　大変恐縮でございますが、着座にて説明をさせていただきます。 

　　それでは、議案第１号、令和７年度一般会計当初予算案のうち、人権推進課所管部分

について、順次ご説明を申し上げます。 

　　予算書の４０ページをご覧ください。 

　　右側、説明欄中段になります。初めに、第１２目人権推進費９１３万８，０００円に

つきまして、主な内容を説明させていただきます。 

　　１節報酬１３万９，０００円の主なものといたしましては、人権施策推進審議会やい

じめ問題対策連絡協議会等の報酬でございます。前年度と比べ１０４万４，０００円減

少しておりますが、理由といたしましては、会計年度職員１名分の減によるものでござ

います。 

　　８節旅費２２万円は、県主催の担当課長会議や各種研修会等への参加の費用でござい

ます。 

　　１０節需用費１４６万９，０００円の主なものといたしましては、消耗品費１１３万
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８，０００円及び印刷製本費３２万１，０００円でございます。前年度と比べ、消耗品

費が７０万４，０００円、印刷製本費が４万８，０００円増加しておりますが、主な理

由といたしましては、ヒューマンフェスティバル北埼玉の開催に伴う増加によるもので

ございます。 

　　予算書の４１ページをご覧ください。 

　　１１節役務費７万２，０００円につきましては、ヒューマンフェスティバル北埼玉の

開催に伴う手話通訳手数料です。大ホール及び小ホールでの手話通訳手数料を見込んで

おります。 

　　１２節、委託料２６１万９，０００円につきましては、主にヒューマンフェスティバ

ル北埼玉の開催に伴うテント設営などの会場設営委託料１１１万円や、地域住民の生活

上の相談に応じる生活相談業務委託料１２９万６，０００円でございます。 

　　なお、生活相談業務委託料につきましては、埼玉県から補助金として９１万

８，０００円が交付されております。 

　　１３節使用料及び賃借料１６万３，０００円につきましては、ヒューマンフェスティ

バル北埼玉を実施するための産業文化ホールの会場使用料でございます。 

　　１８節負担金補助及び交付金４３９万６，０００円の主なものといたしましては、人

権擁護委員協議会の負担金２７万６，０００円や、部落解放運動団体２団体へ対する補

助金３７８万円等でございます。 

　　続きまして、４３ページをご覧ください。 

　　右側、説明欄、第１５目男女共同参画一般経費３２３万９，０００円のうち、主なも

のについて説明を申し上げます。 

　　１節報酬１２３万円につきましては、男女共同参画審議会委員報酬及び会計年度任用

職員１名分の報酬でございます。 

　　７節報償費２２万２，０００円の主なものといたしましては、男女共同参画に関わる

研修会やＤＶ防止対策などの講座等の講師謝金でございます。 

　　１０節需用費２６万円の主なものといたしましては、男女共同参画啓発用情報誌みら

いの印刷製本費１７万６，０００円でございます。 

　　１１節役務費１９万１，０００円の主なものといたしましては、電話料１５万

９，０００円でございます。 

　　１２節委託料１１５万８，０００円の主なものといたしましては、毎月４回水曜日に
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実施している女性相談業務委託料７５万１，０００円と、男女共同参画に関する講座や

市の審議会等へ参加するための託児サービスを行う子育て女性支援事業委託料２７万

５，０００円などでございます。前年度と比べ女性相談業務委託料が１０万円増加して

おりますが、理由といたしましては、相談内容が多様化してきており、１日当たりの業

務時間を多く見たことによるものでございます。 

　　１３節使用料及び賃借料１０万円の主なものといたしましては、施設借上料８万円で

ございます。ＤＶ被害者支援として、宿泊支援借上料として３名、３泊分を計上させて

いただいております。 

　　以上で人権推進課所管部分の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたし

ます。 

○斎藤万紀子委員長　では、ただいまの説明に対し質疑を求めます。 

　　質疑ある方は順次発言を願います。 

　　田口委員。 

○田口さとる委員　人権推進課所管部分における重点事業または新規事業等ありましたら、

もう少し詳しくお願いいたします。 

○斎藤万紀子委員長　人権推進課長。 

○根岸啓之人権推進課長　人権推進課の令和７年度の新規事業及び重点事業は、繰り返し

になりますが、ヒューマンフェスティバル北埼玉の開催です。事業の見直しと啓発効果

を高めるため、今年度から人権フェスティバルと人権教育研究集会を統合し、加須市で

開催したこの人権啓発イベントを引き継ぎ、羽生市でも来年度１０月に産業文化ホール

で開催する予定です。 

　　また、男女共同参画の推進においては、引き続き男女共同参画講演会、ＤＶ防止研修

会などを開催し、多様性を認め合い生き生きと生活できる環境を目指していきたいと考

えております。 

　　以上となります。 

○田口さとる委員　ありがとうございました。 

○斎藤万紀子委員長　ほかに質疑はいかがでしょうか。 

　　田口委員。 

○田口さとる委員　ごめんなさい、ページがあれなんですけれども、人権推進費のところ

の会計年度任用職員が前年に比べて１人減った、もし理由があればその点と。減ったこ
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とによる何かしわ寄せというか、予算的にはそれで特に問題がないのか、業務的に問題

はないのかということをちょっとお聞きいたします。よろしくお願いします。 

○斎藤万紀子委員長　人権推進課長。 

○根岸啓之人権推進課長　会計年度１名減につきましては、総務課人事によるものでござ

いますので、私たちの課では分かりかねるところではございます。 

　　業務につきましては、またその人事により、来年度にありますイベントに向けて、さ

らなる人事異動があればということで考えております。 

　　以上になります。 

○田口さとる委員　ありがとうございます。 

○斎藤万紀子委員長　ほかに質疑のほういかがでしょうか。 

　　小林委員。 

○小林誠弥委員　先ほどの説明の中でヒューマンフェスティバルのことがありましたけれ

ども、ヒューマンフェスティバルの費用というのはここに出ているだけで済んじゃうも

のなのか、ほかにも何か予算というか費用が出てくる部分があるのか、教えてください。 

○斎藤万紀子委員長　人権推進課長。 

○根岸啓之人権推進課長　各項目に分かれて予算のほうが組まれているので非常に分かり

づらい面もありますが、概算として予算をまとめますと、テント設営費、会場設営費な

ど、また消耗品費、看板の設営など、また文化ホールの借上料、総合では約２５０万円

となっております。 

　　以上となります。 

○小林誠弥委員　ありがとうございます。 

○斎藤万紀子委員長　ほかに質疑のほういかがでしょうか。 

　　野中委員。 

○野中一城委員　４３ページの男女共同参画一般経費の委託料の中で、先ほど説明であり

ましたように、年々相談件数も増えているということなんですけれども、その中で、資

格取得講座業務委託料なんですけれども、例えばどういう講座を行なっているのか、そ

こだけちょっと説明してください。 

○斎藤万紀子委員長　人権推進課長。 

○根岸啓之人権推進課長　資格取得講座につきましては、来年度は調剤薬局事務講座を予

定しております。今年度につきましては、医療事務講座を実施しました。 
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　　資格を取ることで、子育てであったり、就職をリタイアした方がまた取るということ

で、こういった医療事務講座であったり、調剤薬局講座を開催しております。 

　　以上になります。 

○斎藤万紀子委員長　野中委員。 

○野中一城委員　その、去年と今年やっぱり医療関係とちょっと違うんですけれども、決

めるテーマというのはどのような基準で決めているんですか。 

○斎藤万紀子委員長　人権推進課長。 

○根岸啓之人権推進課長　比較的人気のある講座といいますか、過去においてそれを分析

いたしまして、もう一つ介護事務講座であったり、そういったことを順番に年度ごとに

繰り返しまして、ＰＲに努めながら講座を募集しているところでございます。 

○野中一城委員　了解しました。 

○斎藤万紀子委員長　ほかに質疑のほうはいかがでしょうか。 

〔発言する者なし〕 

○斎藤万紀子委員長　よろしいでしょうか。 

　　では、質疑もないようですので、暫時休憩いたします。 

 

午前１１時３７分　　休　憩 

 

午前１１時３９分　　開　議 

 

○斎藤万紀子委員長　休憩前に引き続き会議を開きます。 

　　議案第１号、市民生活課所管部分について、市民生活課長に説明を求めます。 

　　市民生活課長。 

○橋本華子市民生活課長　市民生活課長の橋本でございます。よろしくお願いいたします。 

　　本日同席しております職員を紹介させていただきます。 

　　課長補佐兼市民係長の野口でございます。よろしくお願いします 

○野口武士課長補佐兼市民係長　よろしくお願いします。 

○橋本華子市民生活課長　申し訳ございませんが、着座にて説明させていただきます。失

礼いたします。 

　　市民生活所管分について説明させていただきます。 
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　　タブレット端末に表示いたしました参考資料、羽生市一般会計・特別会計予算説明書

４４ページをご覧ください。 

　　第２款総務費、第１項総務管理費、第１６目消費者行政費、消費者行政一般経費につ

いて説明させていただきます。 

　　この事業につきましては、消費者被害や消費者生活に関するトラブル等について相談

業務や啓発に係る経費となっております。 

　　主なものといたしましては、第１節報酬２１８万８，０００円でございますが、これ

は消費者生活相談員への報酬でございます。 

　　第１７節備品購入費２万６，０００円でございますが、こちらは消費生活センターに

て相談者が抱えている消費者トラブルについて聞き取り、事業者と相談者の間に立って

助言、あっせん等を行なっておりますが、中には相談員に対して攻撃的な態度を取る相

談者や、一方的に話しかけ相談員の話を聞かないなどの対応に困難を感じるケースも多

く見られるようになってきております。このようなケースに対応するため、通話録音機

機能がついた装置や緊急通報装置を設置し、相談業務が安全に遂行できる環境を整備す

るものでございます。 

　　第１８節負担金補助及び交付金４万３，０００円につきましては、国民生活センター

主催で行う研修受講料となっております。 

　　ページ変わりまして、４６ページをご覧ください。 

　　第１９目諸費のうち、説明欄１つ目の◎一般経費（市民生活課）でございます。 

　　第１２節委託料１９８万円は、法律相談の弁護士２名分の委託料になっております。

法律相談につきましては、毎月第２・第３・第４木曜日の午後に実施し、年間３６回を

予定しております。 

　　ページ変わりまして、５０ページから５２ページをご覧いただきたいと思います。 

　　５０ページ、第３項戸籍住民基本台帳費、第１目戸籍住民基本台帳費のうち、説明欄

２つ目の◎戸籍住民基本台帳一般経費について、主なものを申し上げます。 

　　本年度予算額１億４，１４５万５，０００円となっております。前年度と比較いたし

まして、３，３３８万３，０００円の増額となっております。この増額の主なものにつ

きましては、人件費、改正戸籍法に基づく戸籍振り仮名に伴う確認通知書及びマイナン

バーカードに係る郵送料、戸籍情報システム標準化、戸籍住民基本台帳ネットワークの

保守及び賃借料の増額によるものでございます。 
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　　第１節報酬６９９万３，０００円は、マイナンバーに係る業務など補助のための会計

年度任用職員６名分のものとなっております。 

　　次に、第１０節需用費でございます。消耗品１２０万３，０００円は、窓口業務の　

　や関係法令等の関係書籍や、市民カード、戸籍届出書用紙、コピー代等でございます。 

　　第１１節役務費１，３７２万２，０００円の主なものでございますが、改正戸籍法施

行により、戸籍や戸籍の附票、住民票の記載事項に新たに氏名の振り仮名を追加するこ

ととなりました。この改正に伴い、本籍市町村は、住民基本台帳事務において便宜上保

有している仮の振り仮名情報を参考にし、５月２６日施行日以降、筆頭者等や戸籍に記

載しようとする振り仮名を確認するための通知書を発送するための郵送代やマイナンバ

ーカード交付連絡通知等に係る郵便料となっております。 

　　次に、第１２節委託料、３，６７６万８，０００円でございます。主なものといたし

ましては、市民生活課の窓口業務委託料として２，２５５万円、住民基本台帳ネットワ

ーク保守委託料２３８万９，０００円、戸籍情報システム標準化対応業務委託料

１，０５８万２，０００円でございます。 

　　戸籍情報システム標準化対応業務委託料は、２０２２年１０月に閣議決定された標準

化基本方針において、地方自治体の基幹業務システムの税や福祉関係の２０業務を令和

７年度までに国のガバメントクラウドを活用した標準準拠システムへの移行を目指すこ

ととされておりますので、この中で戸籍情報に係るものとして、戸籍情報システム標準

化対応業務委託料をするものとなっております。 

　　続きまして、第１３節使用料及び賃借料１，５０３万１，０００円でございますが、

コンビニ交付システム使用料３０３万６，０００円、戸籍情報システム使用料７９８万

円が主なものでございます。 

　　続きまして、第１８節負担金補助及び交付金ですが、主なものといたしましては、証

明書交付センター運営負担金２７４万２，０００円でございます。こちらは、コンビニ

交付事務委託先であります地方公共団体情報システム機構に支払うものとなっておりま

す。 

　　ページ変わりまして、９３ページをご覧ください。 

　　第４款衛生費、第１項保健衛生費、第５目斎場費、斎場一般経費３，１３０万

８，０００円でございます。 

　　第１０節需用費、修繕費の７８８万７，０００円でございます。修繕箇所といたしま
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しては、第３号炉、再燃炉及びチャンバー室耐火材部分修繕や、炉内台車及び耐火材の

打ち替え、主燃・再燃炉バーナー交換修繕となっております。再燃炉及びチャンバー室

とは、主燃焼炉で発生する不完全な燃焼の排ガスを再度８００度以上の高温で燃焼させ

ることにより、無害化する炉室となっており、計画的な修繕を行い、火葬炉の延命に努

めるものでございます。 

　　次に、第１２節委託料２，０９１万３，０００円は、斎場の指定管理料となっており

ます。基本額１，７３１万３，０００円と実費精算となります燃料費３６０万円の合算

額となっております。 

　　次に、第１４節工事請負費２５０万８，０００円でございます。こちらは、火葬炉セ

ラミックブロック張替工事、炉前ホール仕切壁解体工事請負費となっております。主燃

炉は遺体を火葬する炉であり、耐火れんが、セラミックブロックなど耐火物で構成され

ており、炉内で最も酷使される部分でもございます。火葬炉延命のための炉内の耐火れ

んが上のセラミックブロックを張り替えし、火葬炉れんがの延命と火葬炉燃焼効率を上

げる効果もございますので、定期的に張り替えを実施するものでございます。 

　　以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○斎藤万紀子委員長　では、ただいまの説明に対し質疑を求めます。 

　　質疑のある方は順次発言を願います。 

　　田口委員。 

○田口さとる委員　市民生活課所管部分における新規事業、それから重点事業についてご

ざいましたら、ご説明のほうもう一度お願いいたします。 

○斎藤万紀子委員長　市民生活課長。 

○橋本華子市民生活課長　市民生活課のほうの重点と新規事業について申し上げます。 

　　重点事業といたしましては３つ、新規事業１つとなっております。 

　　重点事業の１つ目といたしましては、マイナンバー制度の活用事業となっております。

こちらは皆さんもご承知のとおり、平成２８年度から運用されておりますが、今まさに

５年の更新時期に当たっております。そちらのほう、更新をスムーズに行うことと、あ

と今活用、手持ちにお持ちになっているマイナンバーカードを利用してコンビニで印鑑

証明や住民票等を取れるよう、広く周知を図ってまいりたいと思っております。 

　　２つ目のものといたしましては、斎場施設の延命化となります。先ほども説明させて

いただきましたが、斎場施設につきましては設立から５０年以上経過し、どの施設も老
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朽化しております。こちらにつきましては、定期的に火葬炉及びその他の施設について

修繕を行なってまいりたいと考えております。 

　　もう一つ、３つ目の重点目標といたしましては、一般質問のほうでもありましたが、

戸籍振り仮名確認通知に伴う事業でございます。こちらのほうは、国のほうで改正戸籍

法が５月２６日の施行日となっておりますので、こちらをスムーズに行うために、事業

をスムーズに行なっていきたいと考えております。 

　　新規事業といたしましては、先ほども申し上げましたが、戸籍情報システムの標準準

拠システムへの移行事業となっております。こちらにつきましても、遅滞なく作業を進

めていきたいと考えております。 

　　以上となります。 

○田口さとる委員　ありがとうございます。 

○斎藤万紀子委員長　では、質疑のほうほかにいかがでしょうか。 

　　島村委員。 

○島村　勉委員　マイナンバーカードがすごい普及というか、急激にね、１２月からとい

うことだったんだけれども、病院なんかで全然見向きもあんまり病院自体しなかったの

にね、最初というか去年の夏ぐらいまでは。ところが、今はどこの病院でもすごい、ほ

とんどやっているのかという感じで、この間たまたま行ったら、簡単にできる何という

かね、いい方法が、簡単にできて何というか、無知な人というか、あんまりＡＩという

か、それが使えない人も簡単にできる。 

　　この間、たまたま下へ行ったらいっぱいあったのが、それはこれだったのかな、５年

の更新ということですごい混雑、夕方まで混雑していて、これは普及率というかはどの

ぐらいなので、マイナンバーの普及率と、先ほどの病院関係はもう全部かな、全部とい

うか、羽生市内の医師会の関係とかつながっている。 

○斎藤万紀子委員長　市民生活課長。 

○橋本華子市民生活課長　マイナ保険証のことを島村委員おっしゃっているかと思います。 

　　マイナ保険証の普及率については、こちらのほうでは把握しておりませんが、国保年

金課のほうで情報提供していただいた数字となりますが、１２月末現在となりますが、

利用率といたしましては、国保を利用されている方は３５．７％、後期高齢者医療のほ

うを利用されている方は２８．１％が利用されているようです。 

　　それと、マイナンバーカードの保有率になります。こちらのほうは、国のほうが提供
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しております資料となりますが、羽生市におきましては、人口に対する保有枚数率のほ

うが７３．２％となっております。 

　　以上となります。 

○島村　勉委員　ありがとうございました。 

○斎藤万紀子委員長　ほかに質疑のほうはいかがでしょうか。 

　　小林委員。 

○小林誠弥委員　３点確認させてください。 

　　４４ページの消費者の相談というのは、今年度で現在何件ぐらいあるのか。あと、法

律相談のほうも何件ぐらいあるのかを教えていただきたいのと。 

　　あと、５１ページの戸籍情報の標準化の委託料なんですけれども、令和６年度から見

ると大幅に上がっていると思うんですけれども、これは委託料、標準化システムの中の

業務内容が、令和７年度に大きく業務が加わるから上がっているのかどうなのか、その

上がっている理由をご説明ください。 

○斎藤万紀子委員長　市民生活課長。 

○橋本華子市民生活課長　まず最初に、消費生活相談の相談についての質問にお答えさせ

ていただきます。 

　　まず、消費者生活センターで行なっている相談件数となりますが、相談は毎年、若干

ながら増えている状況にあります。相談数につきましては……、すみません。 

　　令和５年度につきましては、消費生活相談週４回開催しておりまして、開催日数とし

ては１７８日、件数といたしましては２２８件ございました。法律相談につきましては、

毎月３回開催しております。年間３６回、相談件数は２４０件となっております。 

　　以上でございます。 

○斎藤万紀子委員長　あともう１件、標準化。 

○橋本華子市民生活課長　失礼いたしました。標準化につきましては、標準準拠システム

の移行に係る業務といたしましては、昨年度より増額になっているというところなんで

すが、こちらのほうは戸籍情報システムと戸籍の附票のシステムに係るものとなってお

りまして、こちらの今現在入っているデータを抽出してデータを移行する作業と、あと

国のガバメントクラウド上に稼働するための環境設定などを行う必要がございますので、

昨年度の金額より増額になっている次第でございます。 

　　以上となります。 
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○小林誠弥委員　意外とあれですね、相談者多いもんでびっくりしました。 

　　あと、戸籍情報のほうも、かしこまりました。ありがとうございます。 

○斎藤万紀子委員長　ほかに質疑のほうはいかがでしょうか。 

　　田口委員。 

○田口さとる委員　５１ページの一番上の役務費ですか、戸籍に振り仮名をつける業務が

増えるということだったんですけれども、具体的にどのような業務が増えて、大体去年

より１，０００万ぐらい上がる感じなんですよね。１，１００万ぐらい上がるんです。

具体的にどのような業務が、役務が増えるのかというのが１点と。 

　　あと、この業務って国のほうで、戸籍にはちゃんと振り仮名を振りなさいとか、そう

いうのが下りてきたからやることになるんだと思うんですけれども、これに関して、財

源として何か国から下りてくるものはないのか、もしくは今後の予定はないのかという

ことをお聞きします。 

　　あと、もう１点なんですけれども、斎場の件で、工事請負費の火葬炉セラミックブロ

ック張替工事云々かんぬん、これ去年もここで１００万ちょっと使っていまして、この

セラミックブロック張替工事というのは２年越しで何かやるものなのか、それとも別の、

それぞれどうやっているのか、その工事の中身について内訳というか、それをお聞きし

たいのと、去年より上がっている理由というのがありましたらお答え願います。お願い

します。 

○斎藤万紀子委員長　市民生活課長。 

○橋本華子市民生活課長　まず最初に、戸籍の振り仮名についての業務について申し上げ

たいと思います。 

　　戸籍の振り仮名につきましては、施行日令和７年５月２６日以降に皆様のところに、

皆様のところというか、原則筆頭者等に行くわけなんですけれども、そちらの方々へ羽

生市が、羽生市に本籍を置いてある方の筆頭者のところに、戸籍には今、振り仮名が振

っておりません。こちらに振り仮名を振るための作業となります。 

　　現在、住民基本台帳事務の中で、仮の振り仮名を振っておりますので、そちらの振り

仮名を利用して、現在本籍を置いてある方の戸籍に振り仮名をつけさせていただいて、

発送する業務となっております。 

　　それを発送する業務、郵送が伴ってきますので、そちらの郵送代として２８０万とい

うことで上げさせていただいております。こちらのほうにつきましては、国の１０分の
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１０の補助がついておりますので、こちらを利用させていただきたいと存じております。 

　　それと、斎場の施設の工事についてなんですが、昨年度も同じように、セラミックブ

ロックの張り替え等を行なっております。部分修正を行なっておりますので、年間

７００体以上を火葬をさせていただいておりますので、火葬に支障がないように部分修

繕、部分修繕というところで上げさせていただいております。ですので、今年度も計画

的な修繕を行なってまいりたいと思いますので、金額が上がっているというところにな

っております。 

　　以上です。 

○斎藤万紀子委員長　田口委員。 

○田口さとる委員　まず、振り仮名業務に関してなんですけれども、郵送で２００万ぐら

い予算を計上していると。国からの補助が１０分の９あるとおっしゃっていたのは、郵

送代に関して１０分の９なんですか、それとも去年より増えた１，１００万、これに係

る業務部分に計算するか分からないですけれども、それに対して全額の中の１０分の

９出るのかということを確認したいのが１点と。 

　　あと、セラミック炉の話なんですけれども、計画的にとおっしゃっていました。何か

年かに分けてやるものなんですか。例えば、来年も再来年も計上されるものなのか、そ

れとも去年、今年で終わるものなのか。それとも、それこそ毎年毎年かかる維持費とし

てこのくらい計上をいつも考えるべきなのかというのを、ちょっと確認させてください。

お願いします。 

○斎藤万紀子委員長　市民生活課長。 

○橋本華子市民生活課長　戸籍の振り仮名につきましては、国のほうで１０分の１０、郵

送料やシステム改修に係るものについては補助がされております。 

　　あと、斎場につきましては、継続的に工事のほうは行なってまいりたいと存じており

ます。現在、斎場のほうには３炉、１号炉、２号炉、３号炉と３つ火葬炉がございます。

その火葬炉を順次というか、一遍には３炉まとめて修繕は行いませんので、傷んでいる

状況、劣化状況を勘案しながら、１炉ずつ、２炉ずつと修繕等を行なってまいりたいと

考えております。 

○斎藤万紀子委員長　田口委員。 

○田口さとる委員　毎年１００万、このくらいかかるのを予定されるというふうな考え方

でよろしいでしょうか。 
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○斎藤万紀子委員長　市民生活課長。 

○橋本華子市民生活課長　毎年、炉のセラミックブロックの、セラミックブロックにつき

ましては大体２年から３年の寿命となっておりますので、そちらのほう、火葬の回数等

も勘案しまして、定期的に修繕を行なっていかなければ、火葬業務が円滑に回っていき

ませんので、それは継続的に行なってまいりたいと考えております。 

○田口さとる委員　ありがとうございます。 

○斎藤万紀子委員長　質疑のほうはほかにいかがでしょうか。 

〔発言する者なし〕 

○斎藤万紀子委員長　よろしいでしょうか。 

　　では、質疑もないようですので、暫時休憩いたします。 

 

午後　零時０７分　　休　憩 

 

午後　零時５９分　　開　議 

 

○斎藤万紀子委員長　では、少し早いですけれども、休憩前に引き続き会議を開きたいと

思います。午後もよろしくお願いいたします。 

　　課長の説明に先立ち、所管部長から発言を求められておりますので、これを許可いた

します。 

　　企画財務部長。 

○島村信久企画財務部長　皆さん、こんにちは。 

　　このたびは発言の機会をいただきまして、ありがとうございます。改めまして、企画

財務部長の島村でございます。 

　　昨日までの本会議に際しましては、大変お世話になり、ありがとうございました。引

き続き、本委員会での審査のほどよろしくお願いいたします。 

　　今期定例会において本委員会で審査いただきますのは、本日が議案第１号　令和７年

度羽生市一般会計予算のうち企画財務部所管部分の歳出、また、明後日１３日は、議案

第１号、当初予算の歳入全体、また、週明け１７日月曜日は、議案第９号　令和６年度

羽生市一般会計補正予算（第９号）の歳入全体及び議案第１０号　令和６年度羽生市一

般会計補正予算（第１０号）のうち企画財務部所管部分の３議案でございます。いずれ
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も慎重審査いただき、ご可決賜りますようお願いいたします。 

　　次に、本日、議案説明のため出席している課長を紹介させていただきます。 

　　財政課長の佐藤です。 

○佐藤将史財政課長　佐藤でございます。よろしくお願いします。 

○島村信久企画財務部長　後ろに行きまして、契約検査課の髙附です。 

○髙附直也契約検査課長　髙附です。よろしくお願いします。 

○島村信久企画財務部長　その隣が企画課長の杉山です。 

○杉山浩二企画課長　杉山です。よろしくお願いいたします。 

○島村信久企画財務部長　その隣が税務課長の五月女です。 

○五月女和則税務課長　五月女です。よろしくお願いします。 

○島村信久企画財務部長　その隣が収納課長の水谷です。 

○水谷幸治収納課長　水谷です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○島村信久企画財務部長　なお、同席する係長の職員につきましては、担当課長からその

都度紹介させますので、よろしくお願いいたします。 

　　以上、簡単ではございますが、挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたしま

す。 

○斎藤万紀子委員長　では、議案第１号　令和７年度羽生市一般会計予算、【別冊１】の

うち財政課所管部分について、財政課長に説明を求めます。 

　　財政課長。 

○佐藤将史財政課長　財政課長の佐藤でございます。よろしくお願いいたします。 

　　同席する職員を紹介させていただきます。 

　　財政課財政管理係長の関根でございます。 

○関根　亮財政管理係長　関根です。よろしくお願いいたします。 

○佐藤将史財政課長　それでは、令和７年度一般会計歳出予算のうち、議会費及び財政課

所管部分についてご説明させていただきます。 

　　着座にて失礼いたします。 

　　参考資料１、予算説明書の２２ページになります。 

　　右側の説明欄につきましてご説明させていただきます。 

　　まず、議会一般経費１億２，７０８万７，０００円でございます。こちらにつきまし

ては、議会運営等に係る経費になります。事業費全体としては、前年度と比較し７６万
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９，０００円の減額となります。 

　　前年度から予算の増減があったもののうち、主なものについてご説明させていただき

ます。 

　　第１節報酬、第３節職員手当等、第４節共済費につきましては、議員及び会計年度任

用職員等人件費になります。このうち、第４節における共済給付費負担金１，７１７万

３，０００円につきましては、議員年金受給者数の減少等の影響により、前年度と比較

し１５３万３，０００円の減額となります。 

　　第１０節需用費のうち、印刷製本費１９３万３，０００円については、主に議会だよ

りの製本費になりますが、部数等の精査により、前年度と比較し１８万２，０００円の

減額となります。 

　　１７節備品購入費２４万円につきましては、議場において車椅子などの際、発言席ま

で移動せず、自席にて発言できるよう可動式のマイクシステムを購入するものでありま

す。 

　　続きまして、事業変わります。 

　　議会活動事業２０１万６，０００円につきましては、政務活動費交付金になります。

前年度同額でございます。 

　　議会費につきましては以上となります。 

　　３１ページに移らせていただきます。 

　　以降、財政課所管分になります。 

　　財政一般経費１４２万６，０００円につきましては、予算、決算等の事務に係る経費

になります。事業費全体としては、前年度と比較し７７万１，０００円の減額となりま

す。 

　　主なものを申し上げます。 

　　第１２節委託料、財務書類等作成委託料６４万６，０００円につきましては、複式簿

記を活用した連結財務書類等の作成費となります。令和６年度から複数年契約を実施し

た結果、前年度と比較し６０万４，０００円の減額となりました。また、本定例会及び

予算書については、ペーパーレス対応を実施したため、令和７年度より印刷製本費はゼ

ロ計上となります。 

　　３２ページに移ります。事業変わります。 

　　財産管理一般経費１億１，７１３万７，０００円につきましては、主に市役所庁舎、
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羽生駅の自由通路、西羽生駅自由通路、公用車などの維持管理に関わる経費になります。

事業費全体としては、前年度と比較し５３９万６，０００円の減額となります。 

　　主なものをご説明いたします。 

　　第１０節需用費４，２６１万４，０００円につきましては、主に電気料、燃料費、修

繕費等になります。前年度と比較し３０８万５，０００円の減額となります。減額の主

な要因としましては、電気料が、小学校の跡地２か所、保育所の跡地４か所の予算を教

育費、民生費より付け替えした結果、３００万２，０００円増額となりましたが、一方

で修繕料が、令和６年度に実施した羽生駅東口のエスカレーターのステップ交換修繕が

なくなったことにより、７８３万７，０００円減額したことによるものになります。 

　　第１１節役務費１，１４９万円につきましては、電話料や公共施設、公用車の保険料

などになります。前年度とほぼ同額になります。 

　　第１２節委託料５，６５６万７，０００円につきましては、主に市役所庁舎や羽生駅

自由通路などの維持管理に関わる経費になります。前年度と比較し６８５万

７，０００円の増額となります。増額の主な要因につきましては、学校及び保育所跡地

の利活用が決まるまでの電気設備や浄化槽などの維持管理費を約４６０万円計上したこ

と。また、あわせて、賃金上昇などの影響を全般的に受けたことによります。委託料の

主なものは市役所の受付、電話交換や清掃等業務などの市庁舎総合管理業務委託料

２，４０８万４，０００円になります。 

　　第１３節使用料及び賃借料３８２万円の主なものは、電話交換等の機械借上料

１６２万１，０００円と自動車借上料１７６万９，０００円になります。 

　　第１４節工事費２０１万７，０００円は、市庁舎の緊急修繕となります。 

　　事業変わります。 

　　次に、基金積立事業７００万８，０００円につきましては、各基金への利子積立金等、

森林環境譲与税基金元金積立金の計上となります。前年度と比較し１９９万

９，０００円の増額となります。これは、歳入予算における森林環境譲与税交付金の国

からの交付額を増額見込みとしたことに伴い、元金積立金を１４０万円増額したこと、

また、預金金利の上昇の影響を受け、利子積立金を約５９万９，０００円増額したこと

によります。 

　　なお、令和６年度末における森林環境譲与税基金の残高の見込みは１，１０８１万円、

公共施設修繕引当基金の残高見込みは５億６，１１１万円となります。 
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　　３８ページに移らせていただきます。 

　　財政調整基金事業積立事業２２８万４，０００円につきましては、財政調整基金の利

子の積立てになります。なお、令和６年度末の財政調整基金の残高見込みは、１６億

４，２００万円になります。 

　　１７０ページに移ります。 

　　事業変わりまして、次に第１１款公債費になります。 

　　元金償還２０億３，０５１万１，０００円と利子償還５，６４３万７，０００円とな

ります。前年度と比較し、元金償還については５，０３０万１，０００円の増額、利子

償還については６４０万円の減額となりました。元金償還の増額理由は、元金償還にお

ける令和６年度償還終了と令和７年度開始との差によるものになります。 

　　利子償還については、借入金残高は減少しておりますが、借入利子が上昇傾向となっ

ている中、現在の利子金利状況を踏まえ、計上させていただきました。 

　　１７１ページに移ります。 

　　次に、第１２款予備費になります。 

　　予備費につきましては、前年度と同額となる３，０００万円を計上しております。 

　　以上で説明終わります。よろしくお願いいたします。 

○斎藤万紀子委員長　ただいまの課長説明に対し質疑を求めます。 

　　質疑のある方は順次発言を願います。 

　　田口委員。 

○田口さとる委員　所管部分における重点事業、それから新規事業について、詳しく説明

のほうお願いいたします。 

○佐藤将史財政課長　重点としましては、効率的な財政運営、歳入の確保や歳出の適正管

理また、財産の面に関しましては、未利用地の処分促進などです。企業誘致推進課等と

連携し、未利用地の再利用を促進できるように、令和７年度進めていければと考えてい

ます。 

　　以上でございます。 

○田口さとる委員　ありがとうございます。 

○斎藤万紀子委員長　ほかに質疑のほうはいかがでしょうか。 

　　小林委員。 

○小林誠弥委員　３３ページの夜間委託料なんですけれども、これが前年から見ますと、
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ほぼ倍になっているかなと思うんですけれども、これは夜間警備する場所が増えたとか、

何かご説明いただければと思うんです。 

○斎藤万紀子委員長　財政課長。 

○佐藤将史財政課長　こちらが増えている理由でございます。 

　　こちら学校の三田ケ谷小学校と村君小学校、あと保育所の関係で、村君第２保育所、

三田ケ谷第４保育所、新郷第６保育所、岩瀬第７保育所が、令和６年度までは教育総務

課と児童保育課で所管のほうをしておりましたが、来年度からは財政課のほうで普通財

産という形で管理する中で、次の利用が決まるまで、夜間警備のほうをこちらのほうで

暫定的につけているところから、令和７年度はちょっと上がっているところでございま

す。 

　　以上でございます。 

○小林誠弥委員　ありがとうございます。 

○斎藤万紀子委員長　ほかに質疑のほうはいかがでしょうか。 

　　質疑はいかがでしょうか。 

〔発言する者なし〕 

○斎藤万紀子委員長　よろしいでしょうか。 

　　では、質疑もないようですので、暫時休憩いたします。 

 

午後　１時１７分　　休　憩 

 

午後　１時１８分　　開　議 

 

○斎藤万紀子委員長　休憩前に引き続き会議を開きます。 

　　議案第１号、契約検査課所管部分について、契約検査課長に説明を求めます。 

　　契約検査課長。 

○髙附直也契約検査課長　契約検査課長の髙附でございます。どうぞよろしくお願いいた

します。 

　　本日同席します職員を紹介いたします。 

　　契約係長の田口です。 

○田口幸代契約係長　田口です。どうぞよろしくお願いいたします。 
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○髙附直也契約検査課長　説明につきましては、着座にて失礼いたします。 

　　それでは、議案第１号　令和７年度一般会計歳入歳出予算のうち、契約検査課所管部

分についてご説明いたします。 

　　予算書の２８ページをご覧ください。 

　　右側の備考欄、最初の◎入札契約管理一般経費が該当し、歳出予算額は２４６万円で

ございます。 

　　主なものを申し上げます。 

　　第１８節負担金補助及び交付金の負担金につきましては、入札の公平性や透明性の確

保、入札参加者申請の利便性の向上等を図るため、埼玉県電子入札共同システムの利用

等に要する負担金で２２６万５，０００円でございます。 

　　内訳でございますが、電子入札共同システムの開発及び運営に係る事業の費用負担と

して、埼玉県電子入札共同システム負担金に１９６万４，０００円、入札参加資格申請

の共同受付に係る経費負担として埼玉県電子入札共同システム参加資格共同審査負担金

に２６万１，０００円、そのほか、各種研修に参加するための負担金として４万円を計

上しております。 

　　以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○斎藤万紀子委員長　では、ただいまの説明に対し質疑を求めます。 

　　質疑のある方は順次発言を願います。 

　　田口委員。 

○田口さとる委員　新しくこのシステム、新しい課で生まれたところなんですけれども、

特に重点的に取り組んでいく項目等ありましたら、ちょっとご説明のほうお願いいたし

ます。 

○斎藤万紀子委員長　契約検査課長。 

○髙附直也契約検査課長　来年度令和７年度におきましては、これまで工事等は電子入札

を実施しておったんですが、令和６年度から業務委託や物品等の購入についても電子入

札を導入し、来年度から電子入札の本格実施をしていく予定でございますので、スムー

ズに移行ができるよう重視してまいりたいと考えております。 

　　以上です。 

○斎藤万紀子委員長　田口委員。 

○田口さとる委員　負担金のところ、昨年に比べたら少しお安くなっているんですけれど
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も、何か理由とかありましたらちょっとご説明のほうお願いいたします。 

○斎藤万紀子委員長　契約検査課長。 

○髙附直也契約検査課長　減額の要因といたしましては、今年度令和６年度から物品等も

電子入札共同システムに参加し、１年目はこれまでにかかったシステムの開発費の負担

がかかるのに対して、２年目以降はその年度に改修等があった場合の負担額となるため、

減額しております。 

　　あわせて、令和６年度は入札参加資格者名簿の有効期間が２年間のうちの２年目であ

るため、新たな名簿の登載に係る申請の共同受付や審査負担が増大するのに対して、令

和７年度は１年目であるため負担が減っております。 

　　以上です。 

○斎藤万紀子委員長　田口委員。 

○田口さとる委員　今のご説明だと、来年またちょっと上がる可能性があるということで

すかね。 

　　あと、システム導入の例えばイニシャルコストみたいなのが、昨年はちょっと大きか

ったけれども、ランニングコストとして始まってからの維持管理という点で、少し減額

された。ただ、やっぱり２年に一度は登録の手間があるのでちょびっと上がるとか、そ

ういった理解でよろしいでしょうか。 

○斎藤万紀子委員長　契約検査課長。 

○髙附直也契約検査課長　その通りです。 

○田口さとる委員　ありがとうございます。 

○斎藤万紀子委員長　ほかに質疑のほうはいかがでしょうか。 

　　小林委員。 

○小林誠弥委員　消耗品費のほうが去年から比べると１００万円近く増えているんですけ

れども、これの要因は何でしょうか。 

〔発言する者あり〕 

○小林誠弥委員　あ、１０万円か。 

○斎藤万紀子委員長　１０万円増の理由という。 

　　契約検査課長。 

○髙附直也契約検査課長　それにつきましては、これまで契約係のほうが財政課のほうに

ありましたので、契約係のコピー代が今年度はついておりませんでした。来年度はちゃ
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んと契約検査課のほうに付け替えしていただいた金額になっております。 

　　以上です。 

○小林誠弥委員　ありがとうございます。 

○斎藤万紀子委員長　ほかに質疑のほうはいかがでしょうか。 

〔発言する者なし〕 

○斎藤万紀子委員長　すみません、ちょっと１点よろしいでしょうか。 

○田口さとる副委員長　斎藤委員。 

○斎藤万紀子委員　これまで、工事関係は電子入札をしていたけれども、今後、業務委託

や物品の購入も電子入札に切り替えていくというような説明があったと思うんですが、

その予定件数などがありましたら教えてください。 

○田口さとる副委員長　契約検査課長。 

○髙附直也契約検査課長　過去５年間の平均で申し上げますと、電子入札のほうが工事等

で約１７０件。物品等、紙入札で行なっていたものが約９０件ありますので、全体で

２６０件のうちの９０件が電子入札のほうに移行していくこととなります。 

○田口さとる副委員長　斎藤委員。 

○斎藤万紀子委員　それは、対象の事業者などは、電子入札への移行ということで、その

辺の周知などはどのように行われているんでしょうか。 

○田口さとる副委員長　契約検査課長。 

○髙附直也契約検査課長　今年度、事業者向けに説明会を開催いたしまして、来年度から

電子入札の登録簿に登載されないと参加できませんので、手続きなどの説明をしました。

来年度はそれの名簿が完成しますので、順次、模擬入札をやったりして周知のほうを徹

底していきたいと思っています。 

　　以上です。 

○田口さとる副委員長　それじゃあ、委員長お返しします。 

○斎藤万紀子委員　ほかに質疑のほうはいかがでしょうか。 

〔発言する者なし〕 

○斎藤万紀子委員長　よろしいでしょうか。 

　　では、質疑もないようですので、暫時休憩いたします。 

 

午後　１時２６分　　休　憩 
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午後　１時２７分　　開　議 

 

○斎藤万紀子委員長　休憩前に引き続き会議を開きます。 

　　議案第１号　企画課所管部分について、企画課長に説明を求めます。 

　　企画課長。 

○杉山浩二企画課長　企画課長の杉山でございます。 

　　本日同席させていただきます職員を紹介させていただきます。 

　　企画課情報政策係長の石川でございます。 

○石川　学情報政策係長　石川です。よろしくお願いいたします。 

○杉山浩二企画課長　それでは、恐縮ですが、着座にて説明させていただきます。 

　　それでは、議案第１号　令和７年度羽生市一般会計予算のうち、企画課所管部分の主

なものについて順次説明申し上げます。 

　　参考資料１、予算説明書の３５ページをご覧ください。 

　　まず、企画政策一般経費１，０１１万２，０００円について申し上げます。 

　　第１節報酬２３万８，０００円のうち、行政改革推進委員報酬７万円は、第６次総合

振興計画後期基本計画に位置付けている４２施策について、令和６年度評価の意見をい

ただくために開催する羽生市行政改革推進委員会委員１０名に対する報酬でございます。 

　　次に、まち・ひと・しごと創生市民会議委員報酬５万６，０００円は、まち・ひと・

しごと創生総合戦略に位置付けている事業の評価について、意見をいただくために開催

する、まち・ひと・しごと創生市民会議委員に対する報酬です。 

　　次に、第１８節負担金補助及び交付金９６０万５，０００円について、主なものを申

し上げます。 

　　秩父鉄道整備促進協議会負担金９５７万４，０００円は、埼玉県及び秩父鉄道沿線

８自治体で構成している秩父鉄道整備促進協議会への負担金及び秩父鉄道安全対策事業

への負担金でございます。 

　　次に、電算管理事業４億７，２４２万３，０００円について申し上げます。 

　　第１１節役務費、電話料１，０３２万３，０００円は、市役所及び出先機関とデータ

センター間を結ぶ通信回線の使用料でございます。 

　　次に、第１２節委託料２億４，３２５万５，０００円の主なものを申し上げます。 



－60－

　　まず、電算処理委託料２０２万１，０００円は、市の基幹業務である市税や住民情報

等の業務システム機器やネットワーク機器等の保守業務に係る委託料でございます。 

　　次に、電算システム変更委託料２億３，３１２万２，０００円であります。その主な

内容は、国が進める住民記録や税などの基幹系２０業務のシステム標準化対応に係る委

託業務で２億１，１８３万８，０００円を計上しているほか、マイナンバー制度による

税や社会保障の情報連携に必要なシステム対応業務に係る委託料、庁内外に設置してい

るプリンター複合機の更新対応業務、自治体中間サーバーＶＰＮ装置移行対応に係る委

託料でございます。 

　　なお、システム標準化対応に係る委託料については、一部業務を除き、国のデジタル

基盤改革支援補助金の対象となっております。 

　　次に、予算書３６ページに移ります。 

　　定型業務自動化システム運用支援業務委託料４１５万８，０００円は、定型業務を自

動化するデジタル技術であるＲＰＡや、紙媒体を読み込みデータに自動変換するＡＩ－

ＯＣＲの導入、運用に係る委託料でございます。 

　　次に、第１３節使用料及び賃借料２億８６１万７，０００円の主なものについて申し

上げます。 

　　使用料、電算処理システム使用料７，４７６万６，０００円は、住民記録、市税、福

祉、国保などの行政システム使用料でございます。 

　　次に、ガバメントクラウド使用料２，５４０万８，０００円は、システム標準化対象

業務について、政府が調達するガバメントクラウド環境において運用するために必要と

なるクラウド使用料となります。 

　　次に、賃借料のうち、電算機器賃借料１億６０３万２，０００円は、職員が使用して

いる業務用パソコンやバックアップサーバー機器等の賃借料でございます。 

　　次に、第１８節負担金補助及び交付金９３１万２，０００円の主なものについて申し

上げます。 

　　社会保障・税番号制度中間サーバー負担金７２３万円は、マイナンバー制度に伴い、

市町村や国で保有する特定個人情報の照会や提供等の情報連携を行うための自治体中間

サーバーを維持管理するための負担金でございます。 

　　次に、自治体情報セキュリティクラウド運用負担金１５３万１，０００円は、各自治

体のインターネット通信を県が集中管理する、埼玉県のセキュリティクラウド運用保守
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に係る負担金でございます。 

　　続いて、少し飛びまして、５５ページに移ります。 

　　第５項統計調査費について申し上げます。 

　　第１目統計調査総務費５７４万８，０００円は、統計事務担当職員の人件費及び統計

調査費一般経費、埼玉県統計協会の負担金などでございます。 

　　次に、第２目統計調査費２，７９８万６，０００円の主なものを申し上げます。 

　　なお、統計調査費に係る費用は、原則として県から委託金により賄われます。 

　　初めに、国勢調査事業２，７８８万５，０００円の主なものを申し上げます。 

　　国勢調査は、日本に住んでいる全ての人及び世帯を対象とする国の最も重要かつ大規

模な統計調査で、５年ごとに行われるものです。 

　　第１節報酬２，４０６万１，０００円につきましては、調査員及び指導員に対する報

酬２，２７３万１，０００円と会計年度任用職員に対する報酬１３３万円でございます。 

　　続いて、５６ページに移ります。 

　　第１２節委託料３１６万３，０００円の主なものは、調査員に配布する書類等の仕分

け及び配送に係る調査用品配送業務等委託料２１４万５，０００円や、調査区単位の地

図や図面の作成に係る調査員用地図・調査区要図作成業務委託料８６万４，０００円で

ございます。 

　　これ以外の統計調査につきまして、経済センサス調査事業は、令和８年度に予定され

ている経済センサスの本調査の事前準備に係る経費であり、学校基本調査事業は、毎年

実施している調査の経費でございます。 

　　また、農林業センサス事業は、本年度実施しました調査の残務のための経費でござい

ます。 

　　以上で企画課関連の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○斎藤万紀子委員長　では、ただいまの説明に対し質疑を求めます。 

　　田口委員。 

○田口さとる委員　企画課の所管事項の中での新規事業、それから重点事業について、詳

細説明いただきたいと思います。お願いします。 

○斎藤万紀子委員長　企画課長。 

○杉山浩二企画課長　令和７年度の企画課の重点事業でございますが、１点目が自治体シ

ステム標準化対応業務になります。こちらは、令和５年度、６年度と２か年にわたって
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やってまいりましたけれども、令和７年度が移行期限となっておりますので、令和７年

度に環境構築をして、データを本移行、適用し、実際にシステム運用を開始する段階に

なりますので、こちらが重点事業の１点目となります。 

　　もう１点が、国勢調査の実施でございます。こちらは、５年に一度の大規模な調査と

なりますので、こちらもしっかりと調査が完遂できるように取り組みたいと考えており

ます。 

　　以上です。 

○田口さとる委員　ありがとうございます。 

○斎藤万紀子委員長　ほかに質疑のほうはいかがでしょうか。 

○斎藤万紀子委員長　島村委員。 

○島村　勉委員　３５ページなんですけれども、秩父鉄道の整備促進ずうっとやっている

わけなんですけれども、これらはどのように協議というか、毎年同じぐらいの金額もち

ろんやっているんだけれども、協議会みたいな何かあるんですか。８自治体だっけ、ど

のようにやっているのか。 

○斎藤万紀子委員長　企画課長。 

○杉山浩二企画課長　ご指摘いただきました秩父鉄道整備促進協議会でございますけれど

も、こちらは沿線８自治体で構成をしております。自治体としては、熊谷市、行田市、

秩父市、羽生市、深谷市、それと皆野町、長瀞町、寄居町の８自治体で構成をしており

ます。 

　　金額につきましては、毎年、この秩父鉄道の促進協議会を開催いたしまして、秩父鉄

道から示されている整備計画の金額に基づき、その金額を国、秩父鉄道、そして埼玉県

と沿線自治体で決められた負担割合にしたがって按分等いたしまして、負担することに

なっております。こちらは毎年度金額を決定した上で、負担金が示されるという形にな

っております。 

　　以上です。 

○島村　勉委員　分かりました。 

○斎藤万紀子委員長　ほかに質疑のほうはいかがでしょうか。 

　　田口委員。 

○田口さとる委員　すみません。先ほどの秩父鉄道の件なんですけれども、昨年に比べて

結構増えているんですよね。多分３０％、４０％ぐらい増えていると思うんですけれど
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も、秩父鉄道から示された額で、言い値で払っているというわけでもないんでしょうけ

れども、何かしら協議はあると思うんですけれども、例えばこれ増える上限とかって決

まっていたりするんですかね。 

〔「運営だんだん悪くなっていっている」と呼ぶ者あり〕 

○田口さとる委員　悪くなっているというのは分かるんですけれども、按分も結構こんな

に、３割、４割増えてきちゃうと読めないなというのが、負担金そんなに変動するのか

なというのがちょっと気にはなったんですけれども、今回増えた理由というのはやっぱ

り経営が悪化しているとか、そういうのがあるんですかね。何か分かることあればお願

いします。 

○斎藤万紀子委員長　企画課長。 

○杉山浩二企画課長　秩父鉄道の負担金の増加という部分でございますけれども、こちら

の負担金につきましては、秩父鉄道が整備計画を立てております。今回は、令和７年、

８年、９年の３か年の工事予定を秩父鉄道が示しておりまして、そちらの金額を３年間

で平準化して、各自治体等が分担して支払っていくという形を取っております。 

　　こちらの工事につきましては、秩父鉄道が国に申請をした上で、国の補助ももらって

いるものでございますので、その辺りも勘案して決まってくるものでございます。秩父

鉄道も計画を持って工事しているところでございますので、それに基づいて沿線自治体

でも負担をするという形を取っているところでございます。　　 

　　以上です。 

○斎藤万紀子委員長　田口委員。 

○田口さとる委員　具体的な整備内容ご存じですか、お願いします。 

○斎藤万紀子委員長　企画課長。 

○杉山浩二企画課長　令和７年度に予定しております秩父鉄道の整備の内容でございます

けれども、運転指令所の建築で約２．５億円かかるということでございます。 

　　また、連動装置というものがございまして、設置から５０年近く経過しているという

ことで、更新に約２．２億円かかるということでございます。 

　　また、もう一つ、列車の集中制御装置というものの交換も必要ということで、こちら

が約３，０００万円ということでございます。 

　　令和７年度に予定している工事金額の合計で申し上げますと５億２２１万

５，０００円ということで聞いております。 
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　　以上でございます。 

○斎藤万紀子委員長　田口委員。 

○田口さとる委員　５億幾らの中の羽生市の負担分が大体約１，０００万ぐらい、大体何

ですかね、毎年この整備の負担金というと、秩父鉄道のかかるお金の５０分の１という

んですかね。５０分の１ぐらいが大体毎度負担される金額という考え方でよろしいでし

ょうか。 

○斎藤万紀子委員長　企画課長。 

○杉山浩二企画課長　金額の求め方になりますけれども、簡単に申し上げますと、先ほど

申し上げた約５億円の金額に対して、国が３分の１、秩父鉄道が３分の１、そして残り

の３分の１を埼玉県と沿線自治体の整備促進協議会で６分の１ずつ負担をすることにな

ります。羽生市の負担金は、整備促進協議会の６分の１の負担分の中で、さらに沿線自

治体ごとに、人口割、均等割、乗降客数割というものを勘案して決めている形になって

おります。 

　　ちなみに、令和７年度の沿線８自治体の中での羽生市の負担率は、１０．８９９％と

いうことになっておりまして、ほかの市よりも、負担割合は低くなっているところでご

ざいます。 

　　以上です。 

○田口さとる委員　ありがとうございました。 

○斎藤万紀子委員長　ほかに質疑のほうはいかがでしょうか。 

　　小林委員。 

○小林誠弥委員　３５ページの電算システム変更委託料のところなんですけれども、これ

の説明のときに、全額が国の補助とかというふうな言葉もちょっと聞こえてきまして、

この電算システム変更委託料というのは国の全額補助のものなのかどうなのか、ちょっ

と確認させてください。 

○斎藤万紀子委員長　企画課長。 

○杉山浩二企画課長　説明申し上げました電算変更委託料の中で、国の補助対象分になる

部分というのがございまして、システム標準化対応に係る委託業務については国の補助

がつく形になっております。システム変更委託料２億３，３１２万２，０００円のうち、

システム標準化対応に係る委託業務は２億１，１８３万８，０００円ですので、大部分

を占めているということになりますけれども、こちらの金額に対して、国の補助がいた
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だけるものになっております。 

　　国の補助以外の部分については、市の持ち出しになりますので、システム変更委託料

の全額というわけではなく、システム標準化対応部分が対象ということになります。 

　　以上です。 

○斎藤万紀子委員長　小林委員。 

○小林誠弥委員　そうしますと、前年からもう結構大幅に上がっていますけれども、この

上がった部分の大半は大体国の補助というような理解でよろしいでしょうか。 

○斎藤万紀子委員長　企画課長。 

○杉山浩二企画課長　小林委員のお見込みのとおりでございます。 

○斎藤万紀子委員長　小林委員。 

○小林誠弥委員　あともう１点です。３６ページの賃借料の電算機器、ここら辺がやはり

大幅に上がっているのは、どういった要因でしょうか。 

○斎藤万紀子委員長　企画課長。 

○杉山浩二企画課長　第１３節の賃借料の部分で金額が上がっているというご指摘でござ

います。こちらにつきましては、令和６年度まで、羽生市で使っていたパソコンやサー

バー機器等が再リースで借りていたものになっておりまして、金額としてかなり安く抑

えられていた部分がございます。こちらがを令和７年３月に交換させていただいたんで

すけれども、再リースから新たなリースということになりますので、金額としては、か

なり大きな金額の増になっております。 

　　以上でございます。 

○小林誠弥委員　ありがとうございます。 

○斎藤万紀子委員長　ほかに質疑のほうはよろしいでしょうか。 

〔発言する者なし〕 

○斎藤万紀子委員長　では、質疑はないようですので、暫時休憩いたします。 

 

午後　１時４８分　　休　憩 

 

午後　１時４９分　　開　議 

 

○斎藤万紀子委員長　休憩前に引き続き会議を開きます。 
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　　議案第１号、税務課所管部分について、税務課長に説明を求めます。 

　　税務課長。 

○五月女和則税務課長　税務課長、五月女です。どうぞよろしくお願いいたします。 

　　本日同席する職員を紹介いたします。 

　　税務課長補佐兼市民税係長の田口です。 

○田口恵理子課長補佐兼市民税係長　田口です。よろしくお願いいたします。 

○五月女和則税務課長　それでは、着座にて失礼いたします。 

　　議案第１号　令和７年度羽生市一般会計予算の歳出のうち、税務課所管部分について

説明申し上げます。 

　　参考資料１、予算説明書の４７ページをご覧ください。 

　　第２項徴税費は２億９，４８３万５，０００円、前年度に比べ２，９２６万円の増と

なります。 

　　それでは、税務課所管部分の主な項目についてご説明いたします。 

　　第１目税務総務費は、１億７，０１４万５，０００円となります。 

　　職員人件費は、税務課、収納課の職員２６人分の予算計上になっており、総務課が所

管するものです。 

　　税務課所管の◎税務一般経費は、表記のある６団体への負担金になります。 

　　第２目賦課徴収費の◎賦課事務一般経費１億３４７万８，０００円の主なものについ

て説明申し上げます。 

　　第１節報酬、第８節旅費の費用弁償は、会計年度任用職員１６人の人件費となります。 

　　続いて、４８ページをご覧ください。 

　　第１０節需用費７７８万７，０００円の主なものは、印刷製本費になります。これは、

納税通知書や申告の手引書、封筒の印刷に関する経費になります。前年度と比べ

１７０万７，０００円増となっておりますが、この主な理由は、印刷製本費において、

今年の１１月に予定されている自治体システム標準化に伴い、納税通知書などの帳票の

レイアウトが全国で統一化されることから、令和７年度途中での帳票の切替えに対応す

るための費用でございます。 

　　第１１節役務費１３万３，０００円のうち、通信運搬費７万５，０００円は、年末調

整や確定申告書用紙を国・県と共同発送するための経費になります。 

　　第１２節委託料５，１７７万３，０００円は、前年度と比較して１，２３８万
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６，０００円の増となります。前年度と比べ大きく増加となった理由は、鑑定評価業務

委託において、３年に一度行われる令和９年度の評価替えに向けた標準宅地鑑定評価業

務を実施するためです。 

　　第１３節使用料及び賃借料６３０万６，０００円のうち、使用料にある地方税電子申

告支援サービス使用料３７３万６，０００円は、申告受付や国税とのデータ連携などを

行う機能の使用料となります。 

　　また、賃借料に記載がある機械借上料２４６万４，０００円は、家屋評価システムと

印刷機の借り上げになります。 

　　続いて、４９ページをご覧ください。 

　　こちら第１８節負担金補助及び交付金のうち、負担金に記載のある地方税共同機構負

担金４０４万１，０００円は、ｅＬＴＡＸなどの地方税に関するシステムの運用を行な

っている地方税共同機構への負担金になります。前年度と比べ、地方税共同機構負担金

が増えている理由は、税の電子申告、電子納税の流れの中で、令和７年度に個人住民税

の電子申告が導入されるなど、地方税における電子申告手続の拡充が予定されているた

めです。 

　　また、交付金の部分、軽自動車税環境性能割徴収取扱費５０万円は、軽自動車取得時

に係る環境性能割について、県が市に代わって賦課徴収を行なっていることから、県に

対し、その代行取扱費用として納付をするものです。 

　　第２２節償還金利子及び割引料２，７８０万円は、税の過誤納金に対する還付金及び

還付加算金であります。 

　　以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○斎藤万紀子委員長　では、ただいまの説明に対し質疑を求めます。 

　　質疑のある方は順次発言を願います。 

　　田口委員。 

○田口さとる委員　税務課所管部分における注目している事業というか、項目について、

ありましたらご説明をお願いいたします。 

○斎藤万紀子委員長　税務課長。 

○五月女和則税務課長　１１月に予定をされておりますシステム標準化により、システム

や納税通知書、証明書等が新たなものになります。証明書発行や課税業務に支障が起こ

らないよう進めることが、税務課としては最重要だと考えております。 
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　　以上です。 

○田口さとる委員　ありがとうございます。 

○斎藤万紀子委員長　ほかに質疑のほうはいかがでしょうか。 

　　質疑のほうよろしいでしょうか。 

　　田口委員。 

○田口さとる委員　４８ページの委託料のところで、鑑定評価業務等委託料が上がってい

るのが３年に一度の鑑定評価があるというお話し、何かもう少し詳しくこの中身を教え

ていただけませんか、お願いします。 

○斎藤万紀子委員長　税務課長。 

○五月女和則税務課長　鑑定評価業務委託料につきまして、今回新たに３つほどございま

す。 

　　１つ目が、令和９年度の標準宅地鑑定評価業務といいまして、標準宅地の適正な地価

を求めるために、不動産鑑定士に標準宅地の評価を依頼するものになります。 

　　２つ目としまして、同じく令和９年基準の基準宅地鑑定評価附帯業務というものがご

ざいまして、標準宅地の鑑定評価にあたり、近隣市と接する地区の標準宅地の価格につ

いて調査を行うものです。 

　　最後に、売買実例の収集、分析等に関する業務というものがございます。こちらにつ

きましては、土地の売買実例を幅広く収集、また整理を行い、土地評価の指針等の作成

につなげるものです。 

　　こちらの３点が、今回、令和９年度における評価替えにつきまして必要となるもので

すので、増加となっております。 

　　以上です。 

○斎藤万紀子委員長　田口委員。 

○田口さとる委員　先ほど説明があった３つの業務というのは、これは全て３年に１回行

うものという理解でよろしいのでしょうかという点が１つと。 

　　この鑑定評価というのは、やっぱり固定資産税の徴収に向けての作業という意味合い

でよろしいのでしょうか。 

　　これに関しては、やっぱり特に国から特定の財源が下りてくるとか。そういったもの

はなく、市の予算の中でやるべきものという扱いでよろしいのでしょうかということを

お聞きします。お願いします。 
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○斎藤万紀子委員長　税務課長。 

○五月女和則税務課長　こちらにつきましては、３年に一度行うものになっております。

また、鑑定評価業務につきましては、土地の課税のために評価を行うものになります。

国のほうから交付金等はございません。 

　　以上になります。 

○田口さとる委員　ありがとうございます。 

○斎藤万紀子委員長　質疑のほうはほかにいかがでしょうか。 

〔発言する者なし〕 

○斎藤万紀子委員長　よろしいでしょうか。 

　　では、質疑もないようですので、暫時休憩いたします。 

 

午後　２時００分　　休　憩 

 

午後　２時０１分　　開　議 

 

○斎藤万紀子委員長　休憩前に引き続き会議を開きます。 

　　議案第１号、収納課所管部分について、収納課長に説明を求めます。 

　　収納課長。 

○水谷幸治収納課長　収納課長の水谷です。どうぞよろしくお願いいたします。 

　　なお、本日同席させていただいております職員を紹介いたします。 

　　収納係長の小島です。 

○小島史愉収納係長　小島です。よろしくお願いします。 

○水谷幸治収納課長　よろしくお願いいたします。 

　　着座にて説明に入らせていただきます。 

　　それでは、議案第１号　令和７年度羽生市一般会計当初予算の歳出のうち、収納課所

管部分につきましてご説明申し上げます。 

　　収納対策事業合計２，１２１万２，０００円、対前年度比３４万３，０００円減の内

容につきましてご説明申し上げます。 

　　初めに、８節旅費につきましては、職員の研修等に発生するものでございます。 

　　続いて、１０節需用費２３０万３，０００円、対前年度比９，０００円減の主なもの
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としましては、督促状、催告書、再発行納付書などの印刷製本費１９８万６，０００円

でございます。 

　　続いて、１１節役務費１２３万６，０００円、対前年度比１万５，０００円減の主な

ものとしまして、市税の口座振替及び滞納処分に伴う手数料１２３万５，０００円でご

ざいます。 

　　続いて、１２節委託料の合計金額８９２万７，０００円、対前年度比１６万

９，０００円増の内容について申し上げます。 

　　まず、督促状等出力基本処理等に係る消込み事務委託料１８３万８，０００円、次に

コンビニ収納業務委託料５１１万５，０００円、コンビニ収納結果代行受信業務委託料

６６万円につきましては、市税等のコンビニエンスストア及びキャッシュレス決済収納

関連の費用でございます。 

　　次に、口座振替データ伝送業務委託料は、口座振込データを伝送し処理する業務

１０８万３，０００円でございます。 

　　最後に、鑑定評価業務委託料につきましては、不動産等を公売する場合に必要な鑑定

評価費用として２３万１，０００円を計上いたしました。 

　　続きまして、１３節使用料及び賃借料４６０万７，０００円につきましては、主に令

和５年度から開始されました固定資産税、都市計画税及び軽自動車税の二次元コード決

済の導入に伴う取扱使用料となっております。 

　　続いて、１８節負担金補助及び交付金１６９万３，０００円につきましては、地方税

共通納税制度を利用するに当たり、地方税共同機構に対して利用された件数に応じて必

要となる負担金でございます。 

　　最後に、２２節償還金利子及び割引料２４１万円につきましては、市税に過誤納金が

生じた場合の還付金について、令和６年度中に歳入から還付処理を完了できないものに

対して、令和７年度予算の税収払戻金として支出しようとするものでございます。 

　　以上、収納課所管分について説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願い

いたします。 

○斎藤万紀子委員長　では、ただいまの説明に対して質疑を求めます。 

　　質疑のある方は順次発言をお願いします。 

　　田口委員。 

○田口さとる委員　収納課所管部分において、重視している項目等ございましたら、ご説
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明のほうお願いいたします。 

○斎藤万紀子委員長　収納課長。 

○水谷幸治収納課長　収納課としましては、市税を中心に公正公平な収納環境の実現と、

効率的、効果的な徴収体制の構築に取り組んでおります。 

　　令和７年度におきましても、滞納整理事務のさらなる効率化とともに、収納業務管理

につきましても、二次元コードを取り入れまして、共通納税システム利用税目拡大によ

る市県民税、今現在、市県民税と国民健康保険税が入っておりませんので、市県民税、

国民健康保険税の取扱いの準備や地方税等の行政システム、こちら統一化、１１月予定

しておりますけれども、そちらのほうを着実に行い、ＤＸにかなった環境整備を図って

まいりたいと思っております。 

　　以上でございます。 

○斎藤万紀子委員長　ほかに質疑のほういかがでしょうか。 

　　田口委員。 

○田口さとる委員　５０ページの負担金補助及び交付金のところ、共同収納手数料負担金

が去年より随分大幅に上がった理由についてお願いします。 

○斎藤万紀子委員長　収納課長。 

○水谷幸治収納課長　先ほど重点事項でも申し上げましたけれども、二次元コードの導入

というところでございまして、この共同機構の手数料負担金というのが、こちらを利用

したものになっております。国民健康保険税・市県民税がまだですが、固定資産・軽自

動車税は始まっておりますのでこちらを２次元コードで納めた場合の負担金となります。

今回市県民税の導入を見越して増やしているということでございます。 

　　以上でございます。 

○斎藤万紀子委員長　田口委員。 

○田口さとる委員　今の段階では見込みの数ということなんですかね。１つ、ここじゃ負

担金の根拠、この金額にした根拠というのがあれば教えていただけますか。 

○斎藤万紀子委員長　収納課長。 

○水谷幸治収納課長　毎月、共同機構のほうから、利用件数というのが全国の市町村のも

のがアップされております。そこで、昨年から使っておりますので、毎月毎月対比をつ

くっておりまして、その伸び率の中で、多分２税目においてはこれだけ伸びるんだろう、

プラス１１月からの１税目加算の分も踏まえての数字を、概算なんですけれども、算出
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させていただきまして計上させていただいています。 

　　以上です。 

○田口さとる委員　ありがとうございました。 

○斎藤万紀子委員長　ほかに質疑のほうはいかがでしょうか。 

〔発言する者なし〕 

○斎藤万紀子委員長　よろしいでしょうか。 

　　では、質疑もないようですので、暫時休憩いたします。 

 

午後　２時０８分　　休　憩 

 

午後　２時０９分　　開　議 

 

○斎藤万紀子委員長　休憩前に引き続き会議を開きます。 

　　以上で本日の日程は全部終了しましたが、事務局のほうから報告等は大丈夫でしょう

か。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○斎藤万紀子委員長　では、これをもって散会いたします。 

　　お疲れさまでした。 

 

午後　２時１０分　　散　会 


